
閻若墟『尚書古文疏謹』演習(二)(野間)

閻
若
壕
『
尚
書
古
文
疏
謹
』
演
習
　
(
二
)

凡
例

一
本
稿
は
閻
若
墟
『
尚
書
古
文
疏
記
』
巻
一
の
訓
読
・
注
釈
・
補
説
か
ら
成
る
。

二
　
底
本
は
皇
清
脛
解
本
・
乾
隆
十
年
原
刻
本
と
を
対
校
し
た
本
文
を
用
い
る
。

尚
書
古
文
疏
記
啓
一

太
原
閻
若
壕
百
詩
撰

平
陰
朱
績
峠
近
堂
梓

第
三
一
日
南
漢
書
載
古
文
篇
教
典
今
異

第
二
言
古
文
亡
於
西
晋
乱
故
無
以
謹
晩
出
之
偽

第
三
言
鄭
康
成
註
古
文
篇
名
輿
今
異
　
(
以
上
第
1
9
集
)

第
四
言
古
文
書
題
巻
数
篇
次
普
如
此
　
(
以
下
本
2
0
集
)

第
五
言
古
文
武
成
見
劉
款
三
統
歴
者
今
異

第
六
言
古
文
伊
訓
見
三
統
歴
及
鄭
註
者
今
遺

第
七
言
晩
出
泰
誓
濁
遣
墨
子
所
引
三
語
鳥
破
綻

第
八
言
左
侍
載
夏
日
食
之
祀
今
誤
作
季
秋
　
(
次
集
以
降
掲
載
予
定
)

第
九
言
左
侍
徳
乃
隆
之
語
今
誤
入
大
南
護

野
間
　
文
史

第
十
言
論
語
孝
平
惟
孝
鳥
句
今
誤
粘
断

第
十
二
昌
孟
子
引
書
語
今
誤
入
両
虎

第
十
二
言
墨
子
引
書
語
今
妄
改
繹

第
十
三
言
左
博
引
夏
訓
語
今
彊
入
玉
子
之
歌

第
十
四
言
孟
子
引
今
文
典
今
合
引
古
文
輿
今
不
合

第
十
五
言
左
侍
國
語
引
逸
書
皆
今
有

第
十
六
言
祀
記
引
逸
書
皆
今
有
且
誤
析
一
篇
鳥
二

第
四
　
古
文
の
書
題
・
巻
数
・
篇
次
、
昔
に
此
の
如
く
な
る
べ
し

漢
書
重
文
志
に
　
「
尚
書
古
文
経
四
十
六
巻
」
　
を
載
す
る
は
、
即
ち
安
國
献

ず
る
所
の
壁
中
の
書
な
り
。
次
い
で
　
「
経
二
十
九
巻
」
を
載
す
る
は
、
即
ち
伏

生
授
く
る
所
の
今
文
の
書
な
り
。
班
回
は
　
「
四
十
六
番
」
　
の
下
に
、
自
ら
注

た

し
て
　
「
五
十
七
篇
慮
り
」
と
日
ふ
。
顔
師
古
は
又
た
　
「
五
十
七
篇
」
　
の
下
に
、

鄭
康
成
の
放
質
を
引
き
、
注
し
て
　
「
本
は
五
十
八
篇
、
後
に
又
た
其
の
一
篇
を

亡
ふ
、
故
に
五
十
七
な
り
」
　
と
日
ふ
。
愚
嘗
て
疑
ふ
ら
く
は
、
亡
ぶ
る
所
は
何
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①

篇
な
る
か
を
知
ら
ず
。
後
に
鄭
康
成
に
「
武
成
の
逸
書
は
建
武
の
際
に
亡
ぶ
」

と
言
ふ
も
の
有
る
を
見
、
則
ち
亡
ぶ
る
所
の
者
は
乃
ち
武
成
篇
な
る
を
知
る
な

り
。今

此
の
五
十
七
篇
に
依
り
て
之
を
赦
次
す
れ
ば
、
則
ち
尭
典
一
、
舜
典
二
、

拍
作
三
、
九
共
九
篇
十
二
、
大
南
譲
十
三
、
幸
陶
議
十
四
、
益
稜
十
五
、
両
貢

た

十
六
、
甘
誓
十
七
、
玉
子
之
歌
十
八
、
胤
征
十
九
、
走
れ
虞
夏
書
慮
り
。
湯
誓

二
十
、
典
賛
二
十
一
、
湯
話
二
十
二
、
成
有
一
徳
二
十
三
、
伊
訓
二
十
四
、
時

命
二
十
五
、
原
命
二
十
六
、
盤
庚
三
篇
二
十
九
、
高
宗
彫
日
三
十
、
西
伯
故
黎

た

三
十
一
、
微
子
三
十
二
、
走
れ
商
書
焦
り
。
偽
泰
誓
三
軍
二
十
五
、
牧
誓
三
十

六
、
洪
範
三
十
七
、
旅
契
三
十
八
、
金
勝
三
十
九
、
大
詰
四
十
、
康
話
四
十
一
、

酒
話
四
十
二
、
梓
材
四
十
三
、
召
詰
四
十
四
、
洛
詰
四
十
五
、
多
士
四
十
六
、

無
逸
四
十
七
、
君
爽
四
十
八
、
多
方
四
十
九
、
立
政
五
十
、
顧
命
五
十
一
、
康

王
之
話
五
十
二
、
間
命
五
十
三
、
費
誓
五
十
四
、
呂
刑
五
十
五
、
文
侯
之
命
五

た

十
六
、
秦
誓
五
十
七
、
走
れ
周
書
盛
り
。

を
さ

五
十
七
篇
を
以
て
歪
め
て
四
十
六
巻
と
鳥
せ
ば
、
則
ち
尭
典
啓
一
、
舜
典
巻

二
、
拍
作
巻
三
、
九
共
九
篇
巻
四
、
大
南
謀
巻
五
、
皐
陶
誤
審
六
、
益
稜
巻
七
、

南
貢
巻
八
、
甘
誓
巻
九
、
玉
子
之
歌
巻
十
、
胤
征
巻
十
一
、
湯
誓
巻
十
二
、
典

賛
巻
十
三
、
湯
話
巻
十
四
、
成
有
一
徳
巻
十
五
、
伊
訓
巻
十
六
、
時
命
巻
十
七
、

原
命
巻
十
八
、
盤
康
三
篇
巻
十
九
、
高
宗
彫
日
巻
二
十
、
、
西
伯
撒
黎
巻
二
十
一
、

微
子
巻
二
十
二
、
偽
泰
誓
三
篇
巻
二
十
三
、
牧
誓
學
一
十
四
、
洪
範
巻
二
十
五
、

一

旅
突
撃
一
十
六
、
金
牌
巻
二
十
七
、
大
詰
學
一
十
八
、
康
詰
巻
二
十
九
、
酒
詰

墾
二
十
、
梓
材
撃
二
十
一
、
召
話
壁
二
十
二
、
洛
話
學
二
十
三
、
多
士
聾
二
十

四
、
無
逸
巻
三
十
五
、
君
爽
巻
三
十
六
、
多
方
巻
三
十
七
、
立
政
審
三
十
八
、

顧
命
學
二
十
九
、
康
王
之
詰
巻
四
十
、
間
命
巻
四
十
一
、
費
誓
巻
四
十
二
、
呂

刑
巻
四
十
三
、
文
侯
之
命
巻
四
十
四
、
秦
誓
巻
四
十
五
、
百
篇
の
序
、
合
し
て

一
篇
と
鳥
し
て
巻
四
十
六
。

凡
そ
此
れ
皆
な
之
を
史
侍
に
按
じ
、
之
を
註
疏
に
参
じ
、
反
覆
推
究
し
、
以

て
昔
日
の
酉
に
合
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
之
を
始
め
に
し
て
其
の
説
を
得
ざ
れ
ば
、

則
ち
茫
然
と
し
て
以
て
疑
ひ
、
之
を
既
に
し
て
忽
ち
其
の
説
を
得
れ
ば
、
則
ち

覚
え
ず
欣
然
と
し
て
以
て
喜
ぶ
。
以
鳥
へ
ら
く
、
寡
昧
な
る
こ
と
予
の
如
し
勘

あ

　

こ

こ

ろ

錐
ど
も
、
猶
は
斯
文
を
興
り
聞
く
を
得
る
な
り
、
と
。
正
に
快
よ
か
ら
ず
や
。
唐

の
貞
観
中
、
諸
臣
に
詔
し
て
五
経
の
義
訓
を
撰
せ
し
む
る
も
、
而
も
一
時
の
諸

み
だ

臣
は
詳
考
を
加
へ
ず
、
猥
り
に
晩
曹
梅
氏
の
書
を
以
て
正
と
焦
す
。
凡
そ
漢
儒

の
専
門
に
講
授
し
、
的
と
し
て
源
委
有
る
の
學
を
ば
、
皆
な
之
を
斥
け
て
「
妄

な
り
」
と
日
ひ
、
少
し
く
梅
氏
の
書
に
合
は
ざ
る
者
を
ば
、
即
ち
以
て
「
走
れ

・
か
く

古
文
を
見
ず
」
　
と
烏
す
。
夫
れ
史
侍
の
載
す
る
所
此
の
如
く
、
先
儒
の
述
ぶ
る

カ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

所
比
の
如
き
も
、
猶
ほ
以
て
「
是
れ
古
文
を
見
ず
」
と
鳥
す
。
掛
た
両
漢
の
諸

さ

く

く

う

こ

ご

倍
は
悉
く
聖
空
啓
語
す
る
も
、
而
も
直
だ
梅
喋
に
至
り
て
始
め
て
了
了
た
る
や
。

鳴
呼
、
其
れ
亦
た
恩
は
ざ
る
の
み
。
世
の
君
子
、
予
の
言
に
由
り
て
之
を
求
め
、

や
す

其
の
心
を
平
ら
か
に
し
、
其
の
気
を
易
ら
か
に
し
、
而
し
て
唐
人
義
琉
の
説
を

ち
か

以
て
安
ん
ず
べ
L
と
畠
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
古
學
の
復
す
る
や
、
其
れ
庶
幾
か
ら

ん
か
。

こ
と

按
ず
る
に
百
篇
の
次
第
、
鄭
と
今
の
安
国
侍
と
は
、
亦
た
殊
に
周
じ
か
ら

ず
。
鄭
は
成
有
一
徳
を
以
て
湯
話
の
後
に
在
ら
し
め
、
孔
は
則
ち
太
甲
の
後

に
在
ら
し
む
。
鄭
は
費
誓
を
以
て
呂
刑
の
前
に
在
ら
し
め
、
孔
は
則
ち
文
侯

之
命
の
後
に
在
ら
し
む
。
鄭
は
貿
蓮
の
奏
す
る
所
の
別
録
に
依
り
て
次
を
烏

し
、
而
し
て
孔
は
則
ち
自
ら
之
が
説
を
属
す
な
り
。
他
の
益
稜
の
或
は
菜
種

ご

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

こ

　

　

　

　

　

　

　

き

せ

い

と
名
づ
く
る
が
若
く
、
其
の
小
小
た
る
抵
梧
は
、
玄
に
は
固
よ
り
未
だ
置
正
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い
と
ま

す
る
に
暇
あ
ら
ず
と
云
ふ
。

又
た
按
ず
る
に
、
四
十
六
巻
の
分
、
鄭
は
題
を
同
じ
く
す
る
者
を
以
て
巻

を
さ

を
同
じ
く
し
、
題
を
異
に
す
る
者
は
巻
を
異
に
し
、
巳
に
歪
め
て
之
を
次
し

た
て
主
つ

て
　
上
る
。
孔
は
則
ち
序
を
同
じ
く
す
る
者
を
以
て
巻
を
同
じ
く
し
、
序
を

異
に
す
る
者
は
巻
を
異
に
す
。
其
の
序
を
同
じ
く
す
る
者
、
太
甲
・
盤
庚
・
説

.
命
・
泰
誓
は
、
皆
な
三
篇
序
を
共
に
し
、
凡
て
十
二
貨
、
只
だ
四
巻
の
み
な

り
。
大
南
謀
・
皐
陶
讃
・
益
稜
・
康
詰
・
酒
詰
・
梓
材
も
亦
た
各
お
の
三
篇
序
を

共
に
し
、
凡
て
六
篇
、
只
だ
二
審
の
み
。
外
の
四
十
篇
は
、
篇
に
各
お
の
序

有
り
、
凡
て
四
十
巻
、
通
じ
て
序
を
共
に
す
る
者
六
巻
、
故
に
四
十
六
巻
と

も
と

鳥
す
な
り
。
然
れ
ど
も
鄭
四
十
六
巻
に
註
す
る
に
、
原
よ
り
武
成
無
く
、

お

而
し
て
百
篇
の
序
を
以
て
寛
き
て
末
巻
と
焦
す
。
孔
に
は
則
ち
武
成
の
一
篇

有
り
、
篇
に
自
ら
序
を
焦
し
、
巳
に
四
十
六
巻
の
数
に
足
る
、
故
に
百
篇
序

を
以
て
復
た
一
巻
と
岳
す
を
便
な
ら
ず
と
し
、
只
だ
之
を
引
き
て
各
お
の
其

の
篇
首
に
冠
し
、
「
宜
し
く
相
附
近
す
べ
し
」
　
と
日
ふ
を
得
る
の
み
。
此
れ

則
ち
遷
就
　
〔
こ
じ
つ
け
〕
　
の
辞
と
云
ふ
。

③

又
た
按
ず
る
に
、
「
虞
書
」
「
夏
書
」
の
分
は
安
に
安
國
侍
よ
り
始
ま
る
。
馬

融
・
鄭
康
成
・
王
粛
・
別
録
の
題
に
は
、
皆
な
　
「
虞
夏
書
」
　
と
日
ひ
、
別
か
ち

て
之
を
補
す
る
者
無
し
。
孔
穎
達
の
謂
は
ゆ
る
　
「
虞
・
夏
は
科
を
同
じ
く
す

る
を
以
て
、
虞
事
と
錐
ど
も
、
亦
た
夏
に
連
ぬ
」
　
と
は
、
走
れ
な
り
。
即
ち

な

伏
生
は
　
「
虞
博
し
　
「
夏
博
」
　
の
外
に
、
仇
は
一
の
　
「
虞
夏
博
」
　
有
り
。
鄭
康

成
の
序
は
又
た
　
「
虞
夏
書
二
十
篇
、
商
書
四
十
篇
、
周
書
四
十
篇
」
　
な
る
を

以
て
、
費
に
　
「
三
科
の
條
、
五
家
の
教
」
　
と
日
ふ
は
、
是
れ
虞
・
夏
科
を
同

④

じ
く
す
る
な
り
。
会
場
子
法
言
に
も
亦
た
　
「
虞
夏
の
書
は
渾
渾
爾
た
り
、

か

う

か

う

　

　

　

　

　

　

が

く

が

く

商
書
は
溜
顔
爾
た
り
、
周
書
は
悪
霊
爾
た
り
」
と
日
ふ
を
観
る
に
及
び
て
は
、

則
ち
西
漢
の
時
に
は
未
だ
虞
書
・
夏
書
を
別
か
ち
て
二
と
鳥
す
者
有
ら
ざ
る

を
謹
す
べ
し
。
杜
元
凱
の
左
侍
註
借
公
二
十
七
年
に
引
け
る
夏
書
　
「
賦
納
す

る
に
言
を
以
て
し
、
、
明
試
す
る
に
功
を
以
て
す
」
　
の
三
句
を
ば
、
註
し
て

「
尚
書
は
虞
夏
書
な
り
」
　
と
日
へ
ば
、
則
ち
西
晋
の
時
に
は
未
だ
　
「
虞
書
」

一

「
夏
書
」
　
を
別
か
ち
て
二
と
烏
す
者
有
ら
ざ
る
を
謹
す
べ
し
。
東
晋
の
梅
氏

お
よ

の
書
の
出
づ
る
に
逮
び
、
然
る
後
に
書
題
・
巻
数
・
篇
名
は
悉
く
其
の
舌
を
乱

せ
り
。

①
鄭
康
成
-
-
『
尚
書
』
武
成
正
義
所
引
。

②
唐
貞
観
中
　
-
　
『
尚
書
正
義
』
に
よ
る
『
偽
孔
安
國
侍
』
の
採
用
に
先
立
ち
、

陳
末
に
成
立
し
て
い
た
陸
徳
明
『
経
典
繹
文
』
が
、
す
で
に
こ
れ
を
底
本

と
し
て
い
る
。
唐
の
『
尚
書
正
義
』
は
そ
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
と
見
な

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
馬
融
・
鄭
康
成
・
王
粛
・
別
録
　
‥
　
い
ず
れ
も
『
尚
書
』
虞
書
大
題
正
義
所
引
。

④
揚
子
法
言
　
-
　
揚
雄
『
法
言
』
問
神
篇
。

圀
T
『
尚
書
』
百
篇
の
異
同
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
を
得
た
喜
び
が
、

「
凡
そ
此
れ
皆
な
之
を
史
侍
に
按
じ
、
之
を
註
疏
に
参
じ
、
反
覆
推
究
し
、

以
て
昔
日
の
啓
に
合
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
之
を
始
め
に
し
て
其
の
説
を
得
ざ

れ
ば
、
則
ち
茫
然
と
し
て
以
て
疑
ひ
、
之
を
既
に
し
て
忽
ち
其
の
説
を
得
ば
、

則
ち
覚
え
ず
欣
然
と
し
て
以
て
喜
ぶ
。
以
鳥
へ
ら
く
、
寡
昧
な
る
こ
と
予
の

如
し
と
錐
ど
も
、
猶
は
斯
文
を
興
り
聞
く
を
得
る
な
り
」
　
と
い
う
記
述
か
ら

伺
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
尚
書
百
篇
異
同
表
」
　
(
前
稿
解
題
の
項
参
照
)
　
と
対
照

し
っ
つ
、
我
々
も
閤
氏
と
同
じ
喜
び
を
味
わ
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
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第
四
　
古
文
書
題
巻
数
篇
次
富
如
比

漢
書
重
文
志
載
　
「
尚
書
古
文
経
四
十
六
巷
」
、
即
安
國
所
献
之
壁
中
書
也
。
次
載
「
経

二
十
九
巻
」
、
即
伏
生
所
授
之
今
文
書
也
。
班
固
於
r
四
十
六
巻
」
之
下
、
自
注
日
「
烏

五
十
七
篇
」
、
顔
師
古
又
於
r
五
十
七
篇
」
　
之
下
、
引
鄭
康
成
赦
賛
注
目
　
「
本
五
十
八

貸
、
後
又
亡
其
一
貨
、
故
五
十
七
」
。
愚
嘗
疑
不
知
所
亡
何
岩
。
後
見
鄭
康
成
有
言
「
武

成
逸
書
、
建
武
之
際
亡
」
、
則
知
所
亡
者
乃
武
威
篇
也
。
今
依
此
五
十
七
篇
赦
次
之
、

則
尭
典
一
、
舜
典
二
、
泊
作
三
、
九
共
九
篇
十
二
、
大
南
講
十
三
、
皐
陶
韻
十
四
、
益

稜
十
五
、
両
貢
十
六
、
甘
誓
十
七
、
玉
子
之
歌
十
八
、
胤
征
十
九
、
是
鳥
虞
夏
書
。
湯

誓
二
十
、
典
賛
二
十
一
、
湯
詰
二
十
二
、
成
有
一
徳
二
十
三
、
伊
訓
二
十
四
、
時
命
二

十
五
、
原
命
二
十
六
、
盤
庚
三
篇
二
十
九
、
高
宗
彫
日
三
十
、
西
伯
故
黎
三
十
一
、
微

子
三
十
二
、
是
烏
商
書
。
備
泰
誓
三
篇
三
十
五
、
牧
誓
三
十
六
、
洪
範
三
十
七
、
旅
契

三
十
八
、
金
勝
三
十
九
、
大
詰
四
十
、
康
詰
四
十
一
、
酒
詰
四
十
二
、
梓
材
四
十
三
、

召
話
匹
十
四
、
洛
話
揖
十
五
、
多
士
四
十
六
、
無
逸
四
十
七
、
君
爽
四
十
八
、
多
方
四

十
九
、
立
政
五
十
、
顧
命
五
十
一
、
康
王
之
話
五
十
二
、
間
命
五
十
三
、
費
誓
五
十
四
、

呂
刑
五
十
五
、
文
侯
之
命
五
十
六
、
秦
誓
五
十
七
、
是
鳥
周
書
。
以
五
十
七
篇
変
焦
由

十
六
巻
、
則
尭
典
啓
一
、
舜
典
啓
二
、
拍
作
春
三
、
九
共
九
篇
巻
四
、
大
南
諜
巻
五
、

皐
陶
譲
巻
六
、
益
稜
春
七
、
両
貢
巻
八
、
甘
誓
巻
九
、
玉
子
之
歌
巻
、
十
胤
征
巻
十
一
、

湯
誓
巻
十
二
、
典
資
巻
十
三
、
湯
詰
巻
十
四
、
成
有
一
徳
巻
十
五
、
伊
訓
告
十
六
、
時

命
巻
十
七
、
原
命
巻
十
八
、
盤
康
三
篇
巻
十
九
、
高
宗
彫
日
巻
二
十
、
西
伯
鞍
黎
巻
二

十
一
、
微
子
巻
二
十
二
、
偏
泰
誓
三
篇
巻
二
十
三
、
牧
誓
巻
二
十
四
、
洪
範
巻
二
十
五
、

旅
契
巻
二
十
六
、
金
勝
春
二
十
七
、
大
詰
巷
二
十
八
、
康
詰
巻
二
十
九
、
酒
詰
巻
三
十
、

J

梓
材
巻
三
十
一
、
召
詰
巻
三
十
二
、
洛
詰
春
三
十
三
、
多
士
巻
三
十
四
、
無
逸
春
三
十

五
、
君
爽
春
三
十
六
、
多
方
巻
三
十
七
、
立
政
審
三
十
八
、
顧
命
巻
三
十
九
、
康
王
之

話
春
四
十
、
間
命
巻
四
十
一
、
費
誓
巻
四
十
二
、
呂
刑
巻
四
十
三
、
文
侯
之
命
馨
四
十

四
、
秦
誓
巻
四
十
五
、
百
篇
序
合
鳥
一
篇
、
巻
四
十
六
。
凡
此
皆
按
之
史
侍
、
参
之
註

疏
、
反
覆
推
究
、
以
求
合
乎
昔
日
之
者
。
始
之
而
不
得
其
説
、
則
茫
然
以
疑
、
既
之
而

忽
得
其
説
、
則
不
党
欣
然
以
喜
。
以
烏
錐
寡
昧
如
予
、
猶
得
輿
聞
於
斯
文
也
。
正
不
快

哉
。
唐
貞
観
中
、
詔
諸
臣
撰
五
経
義
訓
、
而
一
時
諸
臣
不
加
詳
考
、
猥
以
晩
曹
梅
氏
之

書
鳥
正
。
凡
漠
儒
専
門
講
授
、
的
有
源
委
之
學
、
皆
斥
之
日
　
「
妄
」
、
少
不
合
於
梅
氏

之
書
者
、
即
以
鳥
「
是
不
見
古
文
」
。
夫
史
博
之
所
載
如
比
、
先
儒
之
所
述
如
此
、
猶

以
鳥
「
是
不
見
古
文
」
。
終
両
漢
諸
儒
盈
聖
空
曹
語
、
而
直
至
梅
瞳
始
了
了
耶
。
鳴
呼
、

其
亦
不
思
而
巳
兵
。
世
之
君
子
、
薗
予
言
而
求
之
、
平
其
心
、
易
其
気
、
而
不
以
唐
人

義
疏
之
説
鳥
可
安
、
則
古
學
之
復
也
、
其
庶
幾
平
。

按
百
篇
次
第
、
鄭
輿
今
安
国
侍
、
亦
殊
不
同
。
鄭
以
成
有
一
徳
在
湯
詰
後
、
孔
則

在
太
甲
後
。
鄭
以
費
誓
在
呂
刑
前
、
孔
則
在
文
侯
之
命
後
。
鄭
依
質
適
所
奏
別
録

鳥
次
、
而
孔
則
白
鳥
之
説
也
。
他
若
益
稜
或
名
菓
稜
、
其
小
小
抵
梧
、
玄
因
未
暇

鉦
正
云
。

又
按
四
十
六
容
之
分
、
鄭
以
同
題
者
同
巻
、
異
題
者
異
馨
、
巳
密
次
之
上
臭
。
孔

則
以
同
序
者
同
会
、
異
序
者
異
巻
。
其
同
序
者
、
太
甲
・
盤
庚
・
説
命
・
泰
誓
、
皆
三

篇
共
序
、
凡
十
二
貸
、
只
四
台
。
大
南
講
・
皐
陶
譲
・
益
稜
・
康
詰
・
酒
詰
・
梓
材
、
亦

各
三
篇
共
序
、
凡
六
篇
、
只
二
審
。
外
四
十
篇
篇
、
各
有
序
、
凡
四
十
巻
、
通
共

序
者
六
巻
、
故
鳥
四
十
六
巻
也
。
然
鄭
註
四
十
六
巻
、
原
無
武
成
、
而
以
百
貨
序

直
島
来
春
。
孔
則
有
武
成
一
篇
、
篇
自
鳥
序
、
巳
足
四
十
六
巻
之
敷
、
故
不
便
以

百
篇
序
復
鳥
一
巻
、
只
待
引
之
各
冠
其
篇
首
、
日
　
「
宜
相
附
近
此
」
、
則
遷
就
之
辞

云
。

又
按
虞
書
・
夏
書
之
分
、
賓
目
安
國
侍
始
。
馬
融
・
鄭
康
成
・
王
粛
・
別
録
題
皆
目
　
「
虞

夏
書
」
、
無
別
而
稀
之
者
。
孔
穎
達
所
謂
「
以
虞
夏
同
科
、
蛙
虞
事
亦
連
夏
」
是
也
。

即
伏
生
　
r
虞
侍
」
・
r
夏
侍
」
　
外
仇
有
一
「
虞
夏
侍
」
。
鄭
康
成
序
又
以
　
「
虞
夏
書
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二
十
篇
、
商
書
四
十
鰭
、
周
書
四
十
篇
」
、
費
目
　
「
三
科
之
條
、
五
家
之
教
」
、
是

虞
夏
同
科
也
。
及
余
観
揚
子
法
言
亦
日
　
「
虞
夏
之
書
渾
渾
爾
、
商
書
願
瀬
爾
、
周

書
国
琵
爾
」
、
則
可
註
西
漠
時
未
有
別
　
「
虞
書
」
・
「
夏
書
」
　
而
鳥
二
者
。
杜
元
凱

左
侍
註
偉
公
二
十
七
年
引
夏
書
　
「
賦
納
以
言
、
明
試
以
功
」
　
三
句
、
註
日
　
「
尚
書

虞
夏
書
也
」
、
則
可
琵
西
昔
時
未
有
別
　
「
虞
書
」
・
「
夏
書
」
　
而
鳶
二
者
。
逮
東
曹

梅
氏
書
出
、
然
後
書
題
・
巻
数
・
篇
名
、
惑
乱
其
哲
夫
。

第
五
　
古
文
の
武
威
の
劉
款
三
統
歴
に
見
ゆ
る
者
は
今
異
な
り

古
文
の
武
威
篇
は
建
武
の
際
に
亡
ぶ
。
建
武
以
前
、
劉
向
・
劉
款
父
子
の
秘

も

と

　

　

つ

ぷ

書
を
校
理
す
る
に
昔
た
り
て
、
其
の
篇
は
固
よ
り
具
さ
に
在
り
し
な
り
。
故
に

あ
ら
は

劉
向
別
録
を
著
し
て
　
「
尚
書
五
十
八
篇
」
　
と
云
ひ
、
班
固
重
文
に
　
「
尚
書
五

十
等
と
暫
た
れ
ば
這
ち
見
る
べ
し
。

劉
款
三
統
歴
を
作
る
に
、
武
威
岩
の
八
十
二
字
を
引
く
。
其
の
辞
に
日
は

ー

ー

よ

く

じ

つ

　

　

　

　

　

す

な

は

つ

と

く
　
「
惟
れ
一
月
壬
辰
、
勇
死
覇
、
若
に
翼
自
発
巳
、
武
王
道
ち
朝
に
周
よ
り
歩

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

こ

み
、
干
き
て
肘
を
征
伐
す
」
、
「
卑
若
に
来
た
り
て
二
月
、
既
死
覇
、
卑
に
五

み

　

　

　

　

　

　

こ

ろ

日
甲
子
、
成
な
商
王
肘
を
劉
す
」
、
「
惟
れ
四
月
、
既
勇
生
覇
、
考
に
六
日
庚

戊
、
武
王
　
周
廟
に
燈
し
、
翼
日
辛
亥
、
天
位
に
祀
り
、
卑
に
五
日
乙
卯
、
乃

く

わ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

だ

　

　

　

は

る

か

ち
庶
園
を
以
て
散
を
周
廟
に
祀
る
」
と
。
之
を
今
の
安
國
侍
に
質
す
に
、
過
に

へ
だ

異
な
る
こ
と
論
ず
る
無
し
。
此
の
篇
　
巳
に
亡
び
て
復
た
出
づ
れ
ば
、
相
距
つ

る
こ
と
三
百
年
、
中
間
の
儒
者
、
班
固
・
鄭
康
成
の
如
き
は
、
皆
な
未
だ
之
を

た
だ

見
ず
し
て
、
直
ち
に
梅
院
に
至
り
て
始
め
て
得
て
之
を
厭
ず
る
は
、
疑
ふ
べ
き

の
甚
し
き
な
り
。

即
ち
其
の
事
迩
時
日
に
も
、
亦
た
未
だ
合
は
ざ
る
も
の
多
し
。
武
王
は
一
月

三
日
突
巳
を
以
て
商
を
伐
ち
、
二
月
五
日
甲
子
、
肘
を
誅
す
。
是
の
歳
、
閏
二

月
庚
寅
は
朔
、
三
月
己
未
は
朔
、
四
月
己
丑
は
朔
、
、
十
六
日
甲
辰
は
望
、
十
七

日
乙
巳
は
之
を
勇
す
。
謂
は
ゆ
る
　
「
惟
れ
四
月
既
勇
生
覇
」
　
是
れ
な
り
。
「
卑

た

に
六
日
庚
戊
」
　
は
走
れ
二
十
二
日
慮
り
て
、
「
武
王
周
廟
に
燈
す
」
。
「
翼
日

た

辛
亥
」
　
は
走
れ
二
十
三
日
岳
り
て
、
武
王
　
「
天
位
に
祀
る
」
　
な
り
。
「
尊
に
五

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

わ

く

日
乙
卯
」
は
走
れ
二
十
七
日
烏
り
て
、
「
乃
ち
庶
國
を
以
て
職
を
周
廟
に
祀
る
」

は

か

　

　

　

　

　

　

　

　

し

ら

な
り
。
皆
な
劉
款
之
を
象
緑
に
占
り
、
之
を
時
令
に
験
べ
、
之
を
経
侍
に
考

ふ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

ら

は

へ
、
脇
合
せ
ざ
る
は
無
く
、
而
る
後
に
其
の
説
を
著
す
こ
と
比
の
如
し
。
班
固

の
謂
は
ゆ
る
　
「
法
を
推
す
こ
と
最
も
密
」
　
な
る
者
な
り
。
今
、
後
出
の
武
成
は

「
四
月
、
哉
生
明
」
　
を
以
て
　
「
王
　
豊
に
至
る
」
　
と
鳥
す
。
其
の
説
に
は
既
に

ま
っ

本
づ
く
所
無
く
、
「
丁
未
」
　
を
以
て
　
「
周
廟
を
祀
る
」
、
「
越
に
三
日
庚
戊
、
柴

そ
む

望
す
」
　
る
も
、
又
た
其
の
事
と
相
重
く
。

且
つ
尤
も
議
す
べ
き
者
は
、
古
人
の
時
を
書
し
事
を
記
す
る
に
、
一
定
の
惟

ひ

　

こ

こ

有
る
こ
と
な
り
。
召
詩
篇
の
　
「
惟
れ
三
月
丙
午
の
拙
、
越
に
三
日
」
　
は
、
則
ち

た

戊
申
盛
り
。
顧
命
篇
の
　
「
丁
卯
、
命
じ
て
冊
度
を
作
る
。
越
に
七
日
」
　
は
、
則

た

ち
突
酉
焦
り
。
謂
は
ゆ
る
　
「
越
に
三
日
・
七
日
」
　
と
は
、
皆
な
前
よ
り
今
に
至

た

る
ま
で
、
三
日
・
七
日
盛
る
の
み
に
て
、
其
の
目
を
離
れ
て
之
を
敷
ふ
る
に
は

非
ざ
る
な
り
。
今
　
「
丁
未
」
　
に
既
に
　
「
周
廟
に
祀
り
」
、
「
越
に
三
日
庚
戊
、

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

ま

び

柴
望
す
」
れ
ば
、
則
ち
己
酉
残
り
。
豊
に
「
庚
戊
」
な
ら
ん
や
。
甲
子
を
之
れ
詳
ら

か
に
せ
ざ
る
に
、
而
も
以
て
醇
を
記
す
ぺ
け
ん
や
。
夫
れ
】
の
古
文
な
り
。
劉

款
之
を
三
百
年
前
に
見
、
「
信
に
し
て
徴
有
る
」
　
こ
と
此
の
如
し
。
梅
瞭
之

・
ュ

を
三
百
年
後
に
献
じ
、
偶
に
し
て
無
稽
な
る
こ
と
此
の
如
し
。
學
ぶ
者
絡
た

そ
も

遠
け
れ
ど
も
信
ず
べ
き
者
に
従
は
ん
か
、
抑
そ
も
近
け
れ
ど
も
信
ず
る
に
足
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ら
ざ
る
者
に
従
は
ん
か
。

按
ず
る
に
武
王
は
周
の
正
月
三
日
突
巳
を
以
て
商
を
伐
ち
、
二
十
八
日
戊

わ
た

午
、
孟
津
を
度
る
。
二
十
九
日
己
未
の
晦
は
冬
至
、
明
日
庚
申
は
二
月
の
朔
。

四
日
突
亥
に
牧
野
に
至
り
、
五
日
甲
子
、
商
王
紆
死
し
、
三
十
日
己
丑
の
晦

は
大
寒
中
、
明
日
は
閏
二
月
庚
寅
の
朔
。
此
れ
劉
激
の
三
統
歴
之
を
載
す

つ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

.

る
こ
と
最
も
悉
せ
る
者
な
り
。
今
、
安
國
の
侍
は
、
「
時
れ
甲
子
昧
爽
」
　
の

下
に
於
い
て
、
「
走
れ
肘
に
克
つ
の
月
、
甲
子
の
目
、
二
月
四
日
」
と
日
ひ
。

ふ

孔
穎
達
も
又
た
従
ひ
て
之
に
博
し
て
、
「
二
月
四
日
は
、
歴
を
以
て
推
し
て

之
を
知
る
な
り
」
　
と
日
ひ
、
又
た
　
「
二
月
辛
酉
は
朔
、
甲
子
に
肘
を
殺
す
」

し
か

と
日
ふ
。
果
し
て
爾
ら
ば
、
則
ち
　
「
己
未
冬
至
」
　
の
晦
日
に
在
る
を
得
ざ
る

と
、
「
己
丑
大
.
寒
中
」
　
の
閏
の
前
の
一
月
に
在
る
を
得
ざ
る
と
は
、
歴
を
推

・

も

と

　

　

カ

く

す
者
、
固
よ
り
是
の
如
く
な
ら
ん
や
。
杜
元
凱
は
左
博
に
註
す
る
に
、
先
づ

長
歴
を
修
め
、
接
り
て
以
て
経
侍
甲
子
の
誤
を
正
す
。
司
馬
公
　
通
鑑
を
編

す
る
に
、
亦
た
劉
義
堂
の
長
歴
を
用
ひ
て
之
が
接
と
烏
す
。
古
の
大
儒
の
書

な

を
著
は
す
や
、
歴
理
に
精
明
な
ら
ざ
る
莫
き
こ
と
比
の
如
し
。
此
れ
豊
に
浅

見
寡
聞
な
る
者
の
道
と
烏
す
べ
け
ん
や
。

こ
こ

又
た
按
ず
る
に
、
周
書
世
件
解
に
も
亦
た
　
「
四
月
、
既
勇
生
晩
、
越
に
六

こ
こ

日
庚
戊
、
武
王
　
周
に
煉
し
、
若
に
巽
日
辛
亥
、
位
に
祀
り
、
越
に
五
日
乙

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

卯
、
乃
ち
庶
園
を
以
て
賊
を
周
廟
に
祀
る
」
と
謂
ふ
は
、
武
成
篇
と
合
す
。
濁

こ

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

こ

だ
　
二
月
丙
辰
、
勇
生
塊
、
若
に
巽
目
丁
巳
、
王
　
商
を
征
伐
す
。
越
若
に

こ

こ

　

　

　

　

　

　

　

み

　

　

　

　

　

　

こ

ろ

来
た
り
て
二
月
、
既
死
塊
、
越
に
五
目
甲
子
、
成
な
商
王
肘
を
劉
す
」
　
と
謂

た

ふ
は
、
則
ち
大
い
に
議
す
べ
き
な
り
。
武
王
の
一
月
は
安
に
辛
卯
朔
烏
り
て
、

日
月
合
辰
す
る
は
、
斗
前
に
在
る
こ
せ
一
度
な
り
。
故
に
伶
州
鳩
は
コ
灰
は

斗
柄
に
在
り
」
と
日
ふ
。
明
日
壬
辰
、
、
晨
星
始
め
て
見
え
、
突
巳
、
武
王
始

め
て
接
し
、
戊
午
、
師
孟
津
を
度
り
、
明
日
、
己
未
晦
の
冬
至
、
晨
星
須

げ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

女
に
在
り
て
、
天
意
の
首
に
伏
す
。
故
に
伶
州
鳩
は
「
星
は
天
意
に
在
り
」

と
日
ふ
。
此
れ
之
を
天
文
に
験
し
て
合
は
ざ
る
者
無
し
。
辛
卯
朔
を
以
て
之

た

を
推
せ
ば
、
則
ち
「
一
月
、
勇
生
塊
」
　
は
昔
に
丁
未
烏
る
べ
く
、
「
若
に
巽

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も

目
」
　
は
、
昔
に
戊
申
盛
る
ペ
し
。
豊
に
　
「
丙
辰
」
　
「
丁
巳
」
　
な
ら
ん
や
。
即

し
　
「
丙
辰
」
　
「
丁
巳
」
　
を
以
て
論
ず
れ
ば
、
昔
に
一
月
の
二
十
六
日
二
一
十

七
日
に
在
る
ペ
し
。
古
者
、
師
.
の
行
く
こ
と
三
十
里
。
孟
津
は
周
を
去
る
こ

と
九
百
里
。
故
に
前
月
戊
子
に
師
初
め
て
賛
し
て
よ
り
、
此
の
月
戊
千
三
十

わ
た

一
日
に
至
り
て
、
而
る
後
に
孟
津
を
度
る
。
又
た
五
日
突
亥
、
牧
野
に
至
り
、

し
ら

甲
子
、
商
王
肘
死
す
。
此
れ
之
を
地
理
に
験
べ
て
合
は
ざ
る
者
無
し
。
今
、

武
王
を
以
て
二
十
七
日
始
め
て
接
す
と
烏
せ
ば
、
是
れ
明
日
戊
午
に
即
ち
孟

津
を
度
り
、
明
月
甲
子
、
即
ち
商
王
紺
を
諌
す
る
な
り
。
山
豆
に
西
師
寛
に
飛

び
て
渡
ら
ん
や
。
甚
し
き
か
な
、
作
偽
者
の
愚
に
し
て
且
つ
妄
な
る
こ
と
。

た

周
書
は
本
よ
り
群
ず
る
に
足
ら
ざ
る
も
、
特
だ
恐
ら
く
は
世
の
學
者
の
、
三

た

統
歴
所
引
の
眞
古
文
盛
る
を
知
ら
ず
し
て
、
或
は
以
て
周
書
に
出
づ
と
鳥
さ

ゆ
ゑ
　
つ
ぷ

ん
こ
と
を
。
余
故
に
具
さ
に
之
を
論
ず
る
こ
と
此
の
如
し
と
云
ふ
。

又
た
按
ず
る
に
、
三
統
歴
に
引
け
る
武
成
篇
は
漠
律
歴
志
に
見
ゆ
。
班
固

は
分
か
ち
て
三
故
と
烏
す
。
「
惟
れ
一
月
壬
辰
、
勇
死
覇
」
を
一
哉
と
鳥
し
、

こ
こ

「
卑
若
に
来
た
り
て
二
月
、
既
死
覇
」
　
を
一
哉
と
鳥
し
、
「
惟
れ
四
月
、
既

勇
生
覇
」
　
を
一
戟
と
烏
し
、
各
お
の
他
語
を
以
て
之
を
間
隔
す
。
古
文
を
偶

た

作
す
る
者
は
、
止
だ
第
一
哉
を
瞥
見
す
る
の
み
に
て
、
今
の
武
成
に
援
入
し
、

而
し
て
第
二
・
第
三
蔵
は
、
寛
爾
と
し
て
遺
関
せ
る
に
似
た
り
バ
顔
師
古
注

は
誤
り
て
以
て
　
「
皆
な
今
文
尚
書
の
辞
」
　
と
鳥
す
。
.
惟
だ
孔
穎
達
の
み
指
し

ぜ

て
　
「
逸
書
」
　
と
烏
す
は
、
誠
に
是
な
り
。
但
だ
　
「
走
れ
焚
書
の
後
、
人
の
偽

184
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あ
や
ま

り
岳
す
有
り
」
と
謂
路
は
、
亦
た
大
い
に
謬
れ
り
。

又
た
按
ず
る
に
、
朱
子
嘗
て
疑
ふ
ら
く
は
、
「
漠
志
の
『
庚
戊
、
周
廟
に

燈
す
』
の
庚
は
乃
ち
剛
日
に
し
て
、
両
も
宗
廟
は
内
事
な
れ
ば
、
宜
し
く
用

し

ふ
べ
き
所
に
非
ず
。
経
文
『
丁
未
』
の
合
す
る
に
如
か
ず
。
且
つ
庚
戊
よ
り

乙
卯
に
至
る
ま
で
、
僅
か
に
六
日
間
の
み
な
る
に
、
三
た
び
大
祭
を
學
ぐ
る

し
は

は
、
『
致
し
ば
す
れ
ば
煩
に
し
て
不
敬
』
な
り
。
知
ら
ず
、
劉
款
何
に
擦
る

し

所
あ
り
て
爾
か
云
ふ
か
を
」
と
。
余
謂
へ
ら
く
、
「
外
事
は
剛
日
を
以
て
し
、

内
事
は
柔
日
を
以
て
す
」
　
と
は
曲
蔵
の
文
な
る
も
、
果
た
し
て
周
一
代
の
定

制
と
鳥
す
べ
け
ん
や
。
果
た
し
て
定
制
と
烏
せ
ば
、
則
ち
洛
話
の
　
「
戊
辰
、

王
　
新
色
に
在
り
て
、
歳
を
桑
祭
す
」
　
る
を
ば
何
と
解
せ
ん
。
「
祭
は
致
し

ば
す
る
を
欲
せ
ず
。
致
し
ば
す
れ
ば
則
ち
煩
は
し
。
煩
は
し
け
れ
ば
則
ち
不

敬
な
り
」
と
は
祭
義
の
文
な
る
も
、
春
の
商
、
秋
の
嘗
に
は
各
お
の
定
期
有

り
て
煩
頸
す
る
を
得
ざ
る
を
謂
ふ
に
過
ぎ
ず
、
初
め
て
天
下
を
得
る
や
、
事

に
創
典
多
く
、
今
日
に
此
を
祭
り
、
明
日
に
彼
を
祭
る
者
の
篤
め
に
言
ふ
に

し
か

は
非
ず
。
果
し
て
爾
ら
ば
、
則
ち
召
話
の
「
周
公
、
丁
巳
に
性
を
郊
に
用
ひ
、

い
に
し
へ

巽
日
戊
午
、
乃
ち
新
邑
に
社
す
」
　
る
を
ば
、
又
た
何
と
解
せ
ん
。
古
者
、
天

⑤

子
の
出
で
征
す
れ
ば
、
詞
は
ゆ
る
　
「
類
帝
宜
社
」
　
の
諸
祭
は
、
要
す
る
に
亦

あ
ま
ね

た
数
日
に
過
ぎ
ず
し
て
、
間
に
即
ち
偏
く
及
ぶ
も
、
豊
に
　
「
祭
は
致
し
ば
す

る
を
欲
せ
ず
」
　
に
拘
は
り
て
、
遂
に
境
目
持
久
し
、
坐
し
て
兵
機
を
失
ふ
を

得
ん
や
。
余
比
に
至
り
て
始
め
て
悟
る
、
晩
出
の
武
成
は
　
「
丁
未
、
周
廟

に
祀
る
」
　
者
を
改
め
て
、
柔
日
に
合
は
せ
ん
と
欲
し
、
「
庚
戊
柴
望
」
　
を
改

め
、
漢
志
の
　
「
庚
戊
」
　
「
辛
亥
」
　
の
連
日
な
る
者
に
似
ざ
る
は
、
「
祭
は
致

し
ば
す
る
を
欲
せ
ず
」
　
の
文
を
避
く
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
其
の
心
を
用
ふ

き
は

る
こ
と
、
亦
た
萎
め
て
密
な
る
か
な
。

又
た
按
ず
る
に
、
朱
子
は
又
た
　
「
煉
」
　
の
宗
廟
の
穂
に
非
ざ
る
を
疑
ふ
。

ゆ
う

此
れ
或
は
周
蔵
大
宗
伯
職
の
　
「
照
焼
を
以
て
司
中
・
司
命
・
粗
師
・
雨
師
を
祀

る
」
を
見
て
、
而
も
人
鬼
の
積
に
は
只
だ
六
享
有
る
の
み
に
て
、
以
て
燥
す

る
を
聞
か
ず
、
故
に
此
の
疑
を
致
せ
る
な
り
。
聞
入
の
　
「
大
祭
祀
・
喪
紀
の

事
に
は
門
煩
を
設
く
る
を
掌
る
」
、
司
短
氏
の
　
「
凡
そ
邦
の
大
事
に
は
、
墳

つ
ね

燭
・
庭
煩
を
共
に
す
る
を
掌
る
」
、
月
令
の
　
「
季
冬
の
月
に
、
秩
の
薪
柴
を

ま
さ

収
め
て
、
以
て
郊
廟
及
び
百
祀
の
薪
煩
を
共
に
す
」
と
は
、
燦
を
ば
正
し
く

た
ま

宗
廟
に
用
ふ
る
も
の
な
る
を
知
ら
ず
、
朱
子
も
亦
た
偶
た
ま
忘
失
せ
る
な
り
。

比
を
以
て
博
考
の
難
き
を
知
る
。

①
劉
歌
作
三
統
歴
-
1
-
『
漢
書
』
律
暦
志
は
劉
款
の
『
三
統
暦
』
に
依
拠
し
た

も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
引
か
れ
た
　
「
武
成
」
篇
の
文
章
か
ら
、
月
日
を

抜
粋
す
る
と
以
下
の
通
り
。
こ
れ
が
『
侶
孔
安
國
侍
』
　
の
記
述
、
ま
た
後

引
『
逸
周
書
』
世
停
解
の
記
述
と
組
酷
す
る
い
う
の
が
本
条
で
の
指
摘
で

あ
る
。

185
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2

月
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日　日　朔　日　日　日　日　日　朔

突　壬　辛
巳　辰　卯

(
勇
死
覇
)

征
伐
紆

丁
未
　
(
勇
生
覇
)

戊
午
　
度
干
孟
津

己
未
晦
冬
至

庚
申
　
(
既
死
覇
)

突
亥
　
至
干
牧
野

甲
子
　
商
王
肘
死
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3
0
日

間
2
月
　
朔

3

月

　

朔

4

月

　

朔

1
6
日

1
7
日

2
2
日

2
3
日

2
7
日

②
信
而
有
徴
　
-

己
丑
晦
大
寒
中

己　己　庚

丑　未　寅

非
難
を
か
わ
す
傾
向
が
あ
る
。
た
だ
本
条
の
暦
法
に
も
と
づ
く
考
証
で
は
、

た
主

最
後
に
見
え
る
　
「
朱
子
も
亦
た
偶
た
ま
忘
失
せ
る
な
り
。
比
を
以
て
博
考
の

難
き
を
知
る
」
　
と
い
う
記
述
に
、
朱
子
を
も
乗
り
越
え
た
と
す
る
閻
氏
の
自

信
の
ほ
ど
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

甲
辰
望

乙
巳
　
(
既
勇
生
覇
)

庚
戊
　
煉
干
周
廟

辛
亥
　
祀
干
天
位

乙
卯
　
祀
誠
子
周
廟

『
左
侍
』
昭
公
八
年
条
に
見
え
る
音
の
師
境
の
言
葉
。
後
に

清
儒
が
人
の
業
績
を
賞
賛
す
る
際
に
用
い
る
語
と
し
て
有
名
と
な
る
が
、

こ
れ
は
そ
の
早
い
時
期
に
用
い
た
例
で
あ
ろ
う
。

③
伶
州
鳩
　
-
　
『
國
語
』
周
書
下
薯
に
見
え
る
。

王
将
鋳
無
射
、
問
律
於
伶
州
鳩
。
封
日
「
律
所
以
立
均
出
度
也
。
古
之

神
啓
考
中
馨
而
量
之
以
制
、
度
律
均
鐘
、
百
官
軌
儀
、
紀
之
以
三
、
平

之
以
六
、
成
於
十
二
、
天
之
道
也
。
…
…
」
。
王
日
　
「
七
律
者
何
」
。

封
日
「
昔
武
王
伐
股
、
歳
在
鶉
火
、
月
在
天
輿
　
日
在
析
木
之
津
、
辰
l

創
叫
樹
、
星
l
相
対
魂
。
星
輿
日
辰
之
位
、
皆
在
北
経
。
願
項
之
所
建
也
、

帝
馨
受
之
。
…
…
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

④
朱
子
　
-
　
『
朱
文
公
文
集
』
巻
六
十
五
　
「
武
成
日
月
附
」
。

⑤
所
謂
類
帝
宜
社
　
-
　
『
穏
記
』
王
制
篇
「
天
子
格
出
、
類
乎
上
帝
、
宜
乎
社
、

造
乎
禰
」
。

闇
胤
T
-
経
書
に
疑
義
を
呈
す
る
の
は
、
清
朝
の
初
期
で
は
勇
気
の
要
る
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
本
書
中
で
闇
氏
は
し
ば
し
ば
朱
子
を
盾
に
し
て
、
そ
の

第
五
　
古
文
武
成
見
劉
欧
三
統
歴
者
今
異

古
文
武
成
篇
建
武
之
際
亡
。
昔
建
武
以
前
、
劉
向
劉
欧
父
子
校
理
秘
書
、
其
篇
固
具
在
也
。

故
劉
向
箸
別
録
云
　
「
尚
書
五
十
八
篇
」
、
班
固
志
奉
文
　
「
尚
書
五
十
七
篇
」
、
則
可
見
臭
。

劉
歌
作
三
統
歴
、
引
武
成
篇
八
十
二
字
。
其
辞
日
　
r
惟
一
月
壬
辰
、
勇
死
覇
。
若
巽
自
発

巳
、
武
王
道
朝
歩
日
周
、
干
征
伐
紺
。
卑
若
衆
二
月
、
圧
死
覇
、
卑
五
日
甲
子
、
成
劉
商

王
紺
。
惟
四
月
、
既
勇
生
宗
、
卑
六
日
庚
戊
、
武
王
煉
干
周
廟
。
巽
日
辛
亥
、
祀
干
天
位
。

卑
五
日
乙
卯
、
乃
百
庶
國
祀
纖
干
周
廟
」
。
質
之
今
安
国
侍
、
過
異
無
論
。
比
篇
巳
亡
而

復
出
、
相
距
三
百
年
、
中
間
儒
者
如
班
固
・
鄭
康
成
、
皆
未
之
見
、
而
直
至
梅
臨
始
得
而

戯
之
、
可
疑
之
甚
。
即
其
事
迩
時
日
、
亦
多
未
合
。
武
王
以
一
月
三
日
突
巳
伐
商
、
二
月

五
日
甲
子
誅
紺
。
是
歳
閏
二
月
庚
寅
朔
、
三
月
己
未
朔
、
四
月
己
丑
朔
、
十
六
日
甲
辰
望
、

十
七
日
乙
巳
勇
之
。
所
謂
　
「
惟
四
月
、
既
勇
生
㌫
」
　
是
也
。
r
卑
六
日
庚
成
」
、
是
烏
二
十

二
日
、
「
武
王
燥
干
周
廟
」
。
r
翼
日
辛
亥
」
、
是
鳥
二
十
三
日
、
r
武
王
祀
干
天
位
㌔
　
「
卑

五
日
乙
卯
」
、
是
鳥
二
十
七
日
、
「
乃
以
庶
國
祀
蔵
干
周
廟
」
。
皆
劉
飲
占
之
於
象
緒
、
験

之
於
時
令
、
考
之
於
経
侍
、
無
不
胞
合
、
而
後
著
其
説
如
比
。
班
因
所
謂
「
推
法
最
密
」

者
也
。
今
後
出
之
武
成
、
以
「
四
月
、
哉
生
明
J
烏
　
「
王
至
千
里
」
、
其
説
既
無
所
木
、

以
r
T
未
祀
周
廟
」
、
「
越
三
日
庚
戊
柴
望
」
、
又
輿
其
事
相
承
。
且
尤
可
読
者
、
古
人
之

書
時
記
事
、
有
一
定
之
鰻
。
召
詩
篇
　
「
惟
三
月
丙
午
旭
、
越
三
日
」
、
則
焦
戊
申
。
顧
命

篇
「
丁
卯
命
作
冊
度
、
越
七
日
」
、
則
烏
莫
酉
。
所
謂
　
「
越
三
日
・
七
日
」
者
、
皆
従
前
至

今
鳥
三
日
・
七
日
耳
。
非
離
其
日
而
敷
之
也
。
今
「
丁
未
」
　
既
r
祀
干
周
廟
」
臭
、
r
越
三
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日
柴
望
」
、
則
烏
己
酉
、
堂
　
「
庚
戊
」
　
平
。
甲
子
之
不
詳
、
而
可
以
記
事
平
。
夫
一
古
文

也
。
劉
欽
見
之
於
三
百
年
前
、
信
而
有
徴
如
比
、
梅
頗
献
之
於
三
百
年
後
、
低
而
無
稽
如

比
。
學
者
賂
従
遠
而
可
信
者
平
、
抑
従
近
而
不
足
信
者
平
。

按
武
王
以
周
正
月
三
日
突
巳
伐
商
、
二
十
八
日
戊
午
、
度
干
孟
津
、
二
十
九
日
己
未
晦
、

冬
至
、
明
日
庚
申
二
月
朔
、
四
日
突
亥
、
至
牧
野
。
五
日
甲
子
、
商
王
紆
死
。
三
十
日

己
丑
晦
、
大
寒
中
。
明
日
問
二
月
庚
寅
朔
。
此
劉
款
三
統
歴
載
之
最
悉
者
。
今
安
国
侍
、

於
「
時
甲
子
昧
爽
」
下
、
日
　
「
是
克
紆
之
月
、
甲
子
之
日
、
二
月
四
日
」
、
孔
穎
達
又

従
而
博
之
、
日
　
「
二
月
四
日
者
、
以
歴
推
而
知
之
也
」
、
又
日
二
一
月
辛
酉
朔
、
甲
子

殺
紆
」
。
果
爾
則
「
己
未
冬
至
」
　
不
得
在
晦
日
、
輿
「
己
丑
大
寒
中
」
　
不
得
在
関
前
之

一
月
臭
。
経
歴
者
固
如
是
平
。
杜
元
凱
註
左
侍
、
先
修
長
歴
接
以
正
経
侍
甲
子
之
誤
。

司
馬
公
縮
通
鑑
、
亦
用
劉
義
里
長
歴
、
烏
之
接
。
古
大
儒
著
書
、
莫
不
精
明
歴
理
知
比
。

此
豊
可
鳥
浅
見
寡
聞
者
道
哉
。

又
按
周
書
世
仔
解
亦
謂
「
四
月
、
既
勇
生
塊
、
越
六
日
庚
戊
、
武
王
繚
干
周
。
若
巽
日

辛
亥
、
祀
千
位
、
越
五
日
　
l
乙
卯
、
乃
以
庶
國
祀
纖
干
周
廟
」
、
輿
武
成
篇
合
。
燭
謂
二

月
丙
辰
、
勇
生
塊
。
若
巽
日
丁
巳
、
王
征
伐
商
。
越
若
衆
二
月
、
既
死
塊
。
越
五
日
甲

子
、
成
劉
商
王
紆
」
、
則
大
可
読
也
。
武
王
一
月
寅
鳥
辛
卯
朔
、
日
月
合
辰
、
在
斗
前

一
度
。
故
伶
川
場
日
　
「
辰
在
斗
柄
」
。
明
日
壬
辰
、
晨
星
始
見
、
突
巳
、
武
王
始
せ
、

戊
午
、
節
度
孟
津
、
明
日
己
未
晦
、
冬
至
、
晨
星
在
須
女
、
伏
天
一
頭
之
首
。
故
伶
州
鳩

目
r
星
在
天
一
頭
」
。
此
験
之
於
天
文
無
不
合
音
。
以
辛
卯
朔
推
之
、
則
「
一
月
、
勇
生

塊
」
、
富
馬
丁
未
。
「
若
翼
日
」
富
岳
戊
申
。
豊
「
丙
辰
」
r
T
巳
」
平
。
即
以
「
丙
辰
」

「
丁
巳
」
論
、
昔
在
一
月
之
二
十
六
日
二
十
七
日
。
古
者
師
行
三
十
里
。
孟
津
去
周
九

百
里
。
故
自
前
月
戊
子
師
初
稜
、
至
此
月
戊
千
三
十
一
日
、
而
後
度
孟
津
。
又
五
日
突

亥
、
至
牧
野
。
甲
子
、
商
王
紺
死
。
此
験
之
於
地
理
無
不
合
者
。
今
以
武
三
岳
二
十
七

日
始
発
、
是
明
日
戊
午
即
度
孟
津
、
明
月
甲
子
即
誅
商
王
紺
。
皇
西
師
寛
飛
渡
耶
。
甚

美
作
偽
者
之
愚
而
且
妄
也
。
周
書
本
不
足
群
。
特
恐
世
之
學
者
不
知
三
統
歴
所
引
烏
眞

古
文
、
而
或
以
烏
出
周
書
。
余
故
具
論
之
如
此
云
。

又
按
三
統
歴
引
武
成
篇
混
漠
律
歴
志
。
班
固
分
室
二
裁
。
「
惟
一
月
壬
辰
、
勇
死
覇
」

鳥
一
哉
。
「
卑
若
衆
二
月
、
既
死
覇
」
烏
一
哉
。
「
惟
四
月
、
既
勇
生
覇
」
烏
一
哉
、

各
以
他
語
間
隔
之
。
偶
作
古
文
者
、
似
止
瞥
見
第
一
戟
㍉
援
入
今
武
成
、
而
第
二
第
三

歳
、
寛
爾
通
関
。
顔
師
古
注
誤
以
鳥
「
皆
今
文
尚
書
之
辞
」
。
惟
孔
穎
達
指
鳥
「
逸
書
」
、

誠
是
。
但
謂
　
「
是
焚
書
之
後
、
有
人
偶
鳥
」
者
、
亦
大
謬
。

又
按
朱
子
嘗
疑
、
漠
志
r
庚
成
煉
干
周
廟
」
、
庚
乃
剛
日
、
而
宗
廟
内
事
、
非
所
宜
用
。

不
知
経
文
丁
未
合
。
且
庚
戊
至
乙
卯
僅
六
日
間
耳
、
三
畢
大
祭
、
「
敷
煩
不
敬
」
。
不

知
劉
款
何
所
按
而
云
爾
。
余
謂
「
外
事
以
剛
日
、
内
事
以
柔
日
」
、
曲
縄
文
也
、
果
可

鳶
周
一
代
之
定
制
平
。
黒
鳥
定
制
、
則
洛
詰
「
戊
辰
、
王
在
新
色
桑
祭
歳
」
何
解
。
「
祭

不
欲
敷
、
教
則
煩
、
煩
則
不
敬
」
祭
義
文
也
、
不
過
謂
春
締
秋
嘗
各
有
定
期
、
不
得
煩

顆
、
非
鳥
初
待
天
下
事
多
創
典
、
今
日
祭
此
、
明
日
祭
彼
者
言
。
果
爾
則
召
話
「
周
公
、

丁
巳
、
用
牲
干
郊
、
巽
日
戊
午
、
乃
社
干
新
邑
」
、
又
何
解
。
古
者
天
子
出
征
、
所
謂

「
類
帝
宜
社
」
諸
祭
、
要
亦
不
過
数
日
、
間
即
編
及
、
豊
得
拘
「
祭
不
欲
敷
」
、
遂
境

目
持
久
、
坐
失
兵
機
耶
。
余
至
此
始
悟
、
晩
出
武
成
改
「
丁
未
、
祀
周
廟
」
者
、
欲
合

柔
日
、
改
「
庚
戊
、
柴
望
」
、
不
似
漢
志
　
「
庚
戊
」
　
r
辛
亥
」
連
日
者
、
避
r
祭
不
欲

敷
」
　
之
文
也
。
然
則
其
用
心
、
亦
蒸
密
臭
哉
。

又
按
朱
子
又
疑
燥
非
宗
廟
之
確
。
此
或
見
周
穐
大
宗
伯
職
「
以
照
頼
祀
司
中
司
命
観
師

雨
師
」
、
而
人
鬼
之
穏
、
只
有
六
事
、
不
聞
以
煉
、
故
致
此
疑
。
不
知
闇
人
「
掌
大
祭

祀
喪
紀
之
事
、
設
門
燦
」
、
司
短
氏
「
掌
凡
邦
之
大
事
共
墳
燭
庭
棟
」
、
月
令
「
季
冬

之
月
、
収
秩
薪
柴
以
共
郊
廟
及
百
祀
之
薪
燦
」
、
煉
正
用
干
宗
廟
、
朱
子
亦
偶
忘
失
。

以
此
知
博
考
之
難
。

187



東洋古典學研究　第20集　2005

第
六
　
古
文
伊
訓
の
三
統
歴
及
び
鄭
註
に
見
ゆ
る
者
を
今
は
遺
す

①三
統
歴
に
引
け
る
古
文
伊
訓
篇
に
日
は
く
、
「
惟
れ
太
甲
元
年
の
十
有
二
月

お

は

　

　

　

　

　

　

　

　

た

す

乙
丑
の
朔
、
伊
芦
先
王
を
祀
り
、
誕
い
に
有
牧
の
方
明
を
資
く
」
　
と
。
今
安

②

國
侍
に
は
　
「
誕
資
有
牧
方
明
I
の
一
語
無
し
。
鄭
康
成
書
序
典
資
に
註
す
る

そ
う

に
、
伊
訓
に
「
字
を
載
せ
て
葛
に
在
り
」
と
日
ひ
、
又
た
「
是
の
三
腰
を
征
す
」

と
日
ふ
を
引
く
即
今
安
國
侍
に
は
、
亦
た
之
れ
無
し
。
蓋
し
此
の
篇
を
偽
作

な

す
る
者
、
止
だ
孟
子
に
伊
訓
の
　
「
天
諌
攻
を
造
す
は
、
牧
宮
よ
り
す
。
朕
は

は
じ

宅
よ
り
載
む
」
と
日
ふ
の
二
語
を
引
聖
と
有
る
を
見
る
の
み
に
て
、
遂
に
之

ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

を
援
き
て
以
て
左
験
と
鳥
し
、
又
た
論
語
に
　
「
百
官
己
を
総
べ
て
以
て
家
宰

⑤

に
轄
く
こ
と
三
年
」
有
る
を
以
て
居
喪
の
種
と
焦
し
、
詩
商
煩
に
　
「
我
が
烈
祖

た

の

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

そ

を
桁
ま
し
む
」
　
有
る
を
、
成
湯
の
稀
と
鳥
し
、
今
文
召
話
に
　
「
今
王
　
蕨
の
命

を
賢
受
く
」
、
「
生
ま
る
る
子
の
若
く
、
雛
の
初
生
に
盛
ら
ざ
る
酢
し
」
有

る
を
、
初
め
て
位
に
即
き
て
戒
を
告
ぐ
る
の
辞
と
鳥
す
。
論
語
に
警
「
備
ふ

ヤ
ナ
ら
し
た
が
ま
こ
と
こ

も
亦
た
敢
て
宵
か
ら
ざ
る
美
し
。
若
ひ
て
能
く
共
し
く
允
あ
る
は
、
住
れ
天

た
も
⑫

下
を
之
れ
合
は
せ
、
下
上
を
之
れ
葆
た
ん
」
と
日
ふ
を
引
く
有
り
、
先
王
の
書
、

な
ん
ぢ

距
年
の
言
、
停
壁
聖
君
哲
人
を
求
め
、
以
て
而
の
身
を
稗
輔
せ
ん
」
と
日

つ
ね
ふ
を
引
く
有
り
、
先
王
の
書
の
「
湯
の
官
刑
に
之
れ
有
り
、
日
は
く
、
『
其
れ
桓

に
官
に
舞
ふ
、
走
れ
を
巫
風
と
謂
ふ
。
其
の
刑
、
君
子
は
線
二
衛
を
出
だ
し
、

し
か
も
つ

小
人
は
否
せ
ず
。
二
伯
黄
径
を
似
て
す
』
と
。
乃
ち
言
ひ
て
日
は
く
、
『
鳴
呼
、

l

ま
な
は
あ
き
ら

舞
は
律
律
た
り
。
黄
の
言
は
孔
だ
章
か
な
り
。
上
帝
は
常
な
ら
ず
、
九
有
以
て

亡
ぶ
。
上
帝
は
躯
な
ら
ず
、
之
に
日
韓
を
降
す
。
其
の
家
必
ず
懐
喪
せ
ん
』
」

.
も
と
・
つ

を
引
く
有
り
、
筍
子
に
書
の
「
命
に
従
ひ
て
梯
ら
ず
、
微
諌
し
て
倦
ま
ず
、
上

ゆ
づ
と
慮
り
て
は
則
ち
明
ら
か
に
、
下
と
慮
り
て
は
則
ち
遜
る
」
と
日
ふ
を
引
く
有

⑬
お
は
あ
ま
み
か
く
の
ご
と

り
、
質
誼
に
「
文
王
の
澤
、
下
は
禽
獣
を
被
ひ
、
魚
篭
に
拾
ね
く
、
成
な
若

と

こ

ろ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

も

く
欒
し
む
倣
な
り
」
　
有
り
、
「
善
は
小
と
し
て
益
無
し
と
謂

お
も

恥
べ
か
ら
ず
。
不

る
を
一
人
に
求
む
る
無
し
」
有
り
、
「
聖
人
の
言
を
侮
る
」
有
り
、
周

易
に
「
噸

善
の
家
に
は
必
ず
飴
慶
有
り
、
積
不
善
の
家
に
は
必
ず
錬
鉄
有
り
」
　
有
り
、
穏

記
に
「
湯
は
寛
を
以
て
民
を
治
め
て
其
の
虐
を
除
く
」
碩
ソ
、
「
愛
を
立
つ
る

は
親
よ
り
始
め
、
敬
を
立
つ
る
は
長
よ
り
始
む
」
有
り
、
孝
経
に
　
「
親
を
愛
す

る
者
は
、
つ
甥
へ
て
人
を
裂
ま
ザ
、
親
を
敬
ふ
者
は
、
敢
へ
て
滝
野
ず
。
喝

敬
親
に
事
ふ
る
に
悉
き
て
、
.
徳
教
百
姓
に
加
は
り
、
四
海
に
刑
る
」
有
り
、
左力

侍
に
　
「
上
天
災
を
降
す
」
有
り
、
「
天
許
國
に
禍
し
て
手
を
我
が
寡
人
に
綴

⑬

　

　

　

　

　

　

い

に

し

へ

　

　

ま

さ

る
」
有
り
、
墨
子
に
商
書
の
「
鳴
呼
、
古
者
l
の
有
夏
、
方
に
未
だ
禍
有
ら
ざ
る

も

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

は

の
時
、
百
獣
貞
轟
よ
り
、
允
て
飛
鳥
に
及
ぶ
ま
で
、
比
方
せ
ざ
る
は
美
し
。
矧

こ

ん
や
住
れ
　
(
僅
)
　
人
面
に
し
て
、
胡
ぞ
敢
へ
て
心
を
異
に
せ
ん
や
。
山
川
鬼
神

善
は
小
と
し
て
傷
つ
く
る
無
し
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
」
　
有
り
、
推
南
子
に
　
「
君
子

お
も

は
小
善
鳥
す
に
足
ら
ず
と
謂
ひ
て
之
を
舎
て
ず
。
小
善
積
み
て
大
善
と
烏
る
。

小
不
善
は
鳥
す
も
傷
つ
く
る
無
し
と
謂
ひ
て
之
を
焦
さ
ず
。
小
不
善
積
み
て
大

不
善
と
盛
る
」
有
り
。
凡
そ
十
線
條
、
改
窺
折
裂
し
、
補
綴
し
て
之
を
成
す
も
、

は
な
は

両
も
其
の
本
文
の
遺
漏
せ
る
も
の
も
、
亦
た
巳
だ
多
き
を
知
ら
ず
。

按
ず
る
に
、
有
子
所
引
の
　
「
書
に
日
は
く
」
　
は
臣
道
篇
に
出
づ
。
其
の
上

す
な
は

文
に
　
「
故
に
其
の
僧
る
る
に
因
り
て
、
而
ち
其
の
過
を
改
め
、
其
の
憂
ふ
る

に
因
り
て
、
而
ち
其
の
故
を
耕
じ
、
其
の
喜
ぶ
に
因
り
て
、
而
ち
其
の
道
に

つ
ぷ
さ

入
ら
し
め
、
其
の
怒
る
に
因
り
て
、
而
ち
其
の
怨
を
除
け
ば
、
曲
に
謂
ふ
所

.
b
と

を
得
ん
」
と
日
ひ
、
即
ち
纏
ぐ
に
　
「
書
に
日
は
く
、
命
に
従
ひ
て
梯
ら
ず
、

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

づ

微
諌
し
て
倦
ま
ず
、
上
と
鳥
り
て
は
則
ち
明
ら
か
に
、
下
と
焦
り
て
は
則
ち
遜

る
、
と
は
此
を
之
れ
謂
ふ
な
り
」
　
を
以
て
す
。
語
は
甚
だ
精
に
し
て
、
古
大
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た

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

人
の
君
心
を
格
す
の
道
を
得
た
り
。
伊
努
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
昔
た
る
に
足

ら
ず
。
而
る
に
伊
訓
を
偽
作
す
る
者
は
、
乃
ち
改
め
て
以
て
「
先
王
」
　
の
事

も

と

　

　

　

　

　

　

こ

　

し

た

が

と
焦
し
、
「
先
王
は
諌
に
従
ひ
て
喋
ら
ず
、
先
民
に
時
れ
若
へ
り
。
上
に
居

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

へ

つ

り
て
克
く
明
ら
か
に
、
下
と
盛
り
て
克
く
忠
な
り
」
と
云
ふ
は
、
語
は
反
て

浅
近
な
り
。
唐
の
楊
掠
筍
子
に
註
す
る
に
、
亦
た
此
の
「
書
に
日
は
く
」

を
以
て
伊
訓
と
鳥
し
、
而
も
其
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
有
る
を
言
は
ず
。

は
じ
め

又
た
按
ず
る
に
、
歴
を
治
む
る
者
、
至
朔
同
日
を
以
て
歴
の
元
と
鳥
す
。

班
園
の
律
歴
志
は
、
至
朔
同
日
に
過
へ
ば
、
悉
く
之
を
載
す
。
漠
の
高
帝
の

「
八
年
、
十
一
月
、
乙
巳
、
朔
且
冬
至
」
　
の
十
一
月
は
、
漠
秦
を
承
け
て

な

未
だ
月
を
改
め
ず
、
十
一
月
は
仇
は
子
月
な
り
。
「
周
公
の
掻
政
五
年
、
正

月
、
丁
未
、
朔
且
冬
至
」
　
の
正
月
は
、
周
月
を
改
め
、
正
月
を
子
月
と
鳥

す
な
り
。
商
の
太
甲
の
「
元
年
、
十
二
月
、
乙
丑
、
朔
旦
冬
至
」
の
十
二
月

は
、
商
月
を
改
め
、
十
二
月
を
子
月
と
焦
す
な
り
。
或
る
ひ
と
問
ふ
、
周

の
改
月
は
、
春
秋
に
於
い
て
之
を
徴
す
。
商
の
改
月
は
、
書
に
於
い
て
、
亦

た
徴
有
る
か
、
と
。
余
日
は
く
、
亦
た
春
秋
に
徴
す
、
と
。
左
博
昭
十
七
年

に
、
「
梓
傍
目
は
く
、
火
の
出
づ
る
や
、
夏
に
於
い
て
は
三
月
と
烏
し
、
商

に
於
い
て
は
四
月
と
鳥
し
、
周
に
於
い
て
は
五
月
と
鳥
す
」
と
あ
り
。
班
志

に
「
武
王
は
股
の
十
一
月
戊
子
を
以
て
、
師
初
め
て
接
し
、
後
三
日
に
し
て

周
の
正
月
辛
卯
朔
を
得
」
と
謂
ふ
。
股
の
十
一
月
は
建
亥
の
月
な
り
、
故
に

後
一
月
を
周
の
正
月
建
子
と
鳥
す
、
足
れ
な
り
。
或
る
ひ
と
、
徒
だ
察
氏
の

書
侍
に
「
三
代
及
び
秦
は
、
皆
な
正
朔
を
改
め
て
月
を
改
め
ず
」
と
謂
ふ
を

見
る
の
み
に
て
、
太
甲
の
「
元
祀
、
十
有
二
月
、
乙
丑
」
を
以
て
、
建
丑
の

月
、
商
の
正
朔
は
、
賓
に
此
に
在
り
と
焦
し
、
其
の
「
先
王
を
祀
る
」
は
、

即
位
改
元
の
事
を
以
て
之
に
告
ぐ
と
烏
す
。
此
は
乃
ち
建
子
の
月
、
商
の
正

朔
は
、
此
に
在
ら
ず
、
其
の
　
「
先
王
を
祀
る
」
は
、
冬
至
を
以
て
上
帝
に
配

す
る
の
故
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
班
志
に
日
は
く
、
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
成
湯

お
は
づ
な

・
太
甲
・
外
丙
の
服
有
り
と
雌
ど
も
、
冬
至
を
以
て
弗
を
越
え
て
先
王
を
方

も
つ

明
に
祀
り
、
百
て
上
帝
に
配
す
。
是
れ
朔
且
冬
至
の
歳
な
れ
ば
な
り
。
後
九

な

　

　

　

　

　

　

　

た

十
五
歳
、
商
の
十
二
月
、
甲
申
、
朔
且
冬
至
に
、
線
分
亡
し
。
走
れ
孟
統
烏

り
」
と
。
推
法
最
も
密
な
る
者
と
謂
ふ
べ
し
。
而
る
に
太
甲
を
偽
作
す
る
者
、

し
か

其
の
説
を
求
め
て
両
も
得
ず
、
二
刀
祀
、
十
有
二
月
」
を
以
て
正
朔
と
烏
し
、

遂
に
「
三
祀
、
十
有
二
月
」
を
以
て
、
亦
た
正
朔
と
烏
す
。
両
に
復
辟
を
告

ぐ
る
は
、
皆
な
昔
に
正
朔
を
以
て
す
べ
し
。
故
に
「
惟
れ
三
祀
、
十
有
二
月
、

朔
、
嗣
王
を
奉
じ
て
葛
に
締
る
」
と
日
ふ
は
、
商
は
賓
は
改
月
し
、
未
だ
嘗

な
ん
す
れ

て
十
二
月
を
以
て
歳
首
と
篤
さ
ざ
る
を
知
ら
ず
。
局
鳥
ぞ
是
の
月
に
復
辟
せ

ん
や
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
商
質
に
改
月
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
十
二
月
は
建
丑
の

月
な
る
の
み
、
建
丑
の
月
の
朔
且
に
、
安
ん
ぞ
冬
至
有
る
を
得
て
、
劉
款
・

班
固
乃
ち
以
て
歴
元
と
鳥
し
て
之
を
書
せ
ん
や
。
余
比
の
疑
を
蓄
ふ
る
こ

は
じ

と
凡
そ
敷
載
、
之
を
久
し
く
し
て
方
め
て
其
の
説
を
得
た
り
。
故
に
特
に
之

を
著
し
、
以
て
顔
師
古
漢
注
の
快
を
補
ひ
、
且
つ
以
て
察
侍
の
誤
多
き
を
正

あ
な
た

さ
ん
と
す
る
な
り
。
戎
ひ
と
又
た
間
ふ
、
子
は
十
二
月
を
建
子
と
鳥
す
も
、

お

則
ち
孔
侍
の
云
ふ
所
の
「
湯
崩
じ
、
月
を
喩
え
て
太
甲
即
位
し
、
残
を
臭
き

て
告
ぐ
」
　
の
如
き
は
、
是
れ
崩
年
を
以
て
改
元
せ
り
、
と
。
余
日
は
く
、
崩

年
に
改
元
す
る
は
、
乱
世
の
事
な
り
。
伊
芦
に
在
り
て
之
れ
有
る
ペ
か
ら
ず
、

⑰

と
。
蘇
子
略
も
既
に
之
を
言
へ
り
。
余
豊
に
敢
て
復
た
崩
年
を
以
て
改
元
と

烏
さ
ん
や
。
蓋
し
成
湯
天
子
と
焦
り
て
事
を
用
ひ
、
十
三
年
に
し
て
崩
ず

れ
ば
、
則
ち
崩
ず
る
は
丁
未
に
昔
た
る
。
大
甲
即
位
し
て
改
元
す
れ
ば
、

則
ち
改
元
は
必
ず
戊
申
に
於
て
し
、
正
月
建
丑
に
始
ま
り
、
十
二
月
建
子
に
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終
は
る
、
謂
は
ゆ
る
「
十
有
二
月
乙
丑
、
朔
且
冬
至
、
上
帝
に
配
す
」
と
は
、

乃
ち
太
甲
元
年
の
末
に
し
て
、
太
甲
元
年
の
初
に
非
ざ
る
な
り
。
之
を
総
ぶ

る
に
、
「
十
有
二
月
、
乙
丑
」
　
に
即
位
の
穂
を
鳥
す
を
認
む
れ
ば
、
十
有
二

月
を
以
て
建
丑
と
宿
さ
ざ
る
を
得
ず
。
「
十
有
二
月
、
乙
丑
」
を
ば
、
至
朔

同
日
、
上
帝
に
配
す
る
の
種
を
鳥
す
と
知
れ
ば
、
又
た
十
有
二
月
を
以
て
建

子
と
篤
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
或
ひ
と
日
は
く
、
伊
芦
は
即
位
の
初
に
昔
た
り
、

お
し

「
先
王
を
祀
り
」
、
先
王
の
徳
を
明
言
し
、
以
て
太
甲
を
訓
ふ
、
故
に
伊
訓

と
日
ふ
、
と
。
余
日
は
く
、
冬
至
に
先
王
を
以
て
上
帝
に
配
す
る
は
、
濁
り

先
王
の
徳
を
明
言
し
て
以
て
太
甲
に
訓
ふ
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
、
と
。
或
ひ
と

又
た
日
馳
く
、
劉
款
の
三
統
歴
を
ば
、
班
固
之
を
謂
ひ
て
最
も
密
な
り
と

焦
し
、
杜
預
は
之
を
謂
ひ
て
最
も
疏
な
り
と
焦
す
。
子
は
何
ぞ
濁
り
劉
款
に

ぜ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

み

だ

の
み
之
れ
是
と
し
て
従
ふ
や
、
と
。
余
日
は
く
、
余
も
亦
た
漫
り
に
劉
款
を

信
ず
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
古
よ
り
歴
を
治
む
る
者
、
皆
な
紛
知
と
し
て
衆

な

訟
し
、
定
論
有
る
美
し
。
濁
り
劉
款
の
み
武
王
伐
肘
の
時
日
を
載
す
る
に
、

之
を
國
語
の
伶
州
鳩
に
徴
し
、
太
甲
の
時
日
を
ば
、
之
を
古
文
尚
書
に
徴
す
。

.
カ

余
の
夫
の
劉
款
に
従
ふ
は
、
亦
た
其
の
経
侍
に
原
本
す
る
を
以
て
し
て
之
に

従
ふ
な
。
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
一
の
三
統
歴
な
る
に
、
班
園
之
を
謂
ひ
て
喝

も
密
な
り
と
焦
し
、
杜
預
は
之
を
謂
ひ
て
最
も
琉
な
り
と
鳥
し
、
而
し
て
唐

カ
く

の
僧
一
行
も
又
た
濁
り
杜
預
の
謬
を
謂
ふ
。
後
人
の
前
人
を
議
す
る
や
是
の

ヰ
一

如
し
。
余
も
又
た
掛
た
安
ん
ぞ
通
従
す
る
所
の
ま
ま
な
ら
ん
や
。

又
た
按
ず
る
に
、
「
元
祀
、
十
有
二
月
」
を
ば
、
孔
侍
以
て
改
月
と
烏
す

ぜ

は
是
な
り
。
位
だ
除
月
に
即
位
し
、
太
甲
元
を
湯
の
崩
ず
る
年
の
子
月
に

稀
す
る
は
、
則
ち
孔
氏
書
序
の
文
を
誤
合
す
る
も
の
な
れ
ば
、
従
ふ
.
べ
か

ぜ

ら
ず
。
察
侍
以
て
〔
瞼
年
即
位
す
」
と
鳥
す
は
是
な
り
。
但
だ
改
月
せ
ざ
る

と
、
又
た
歴
法
の
十
二
月
至
朔
同
日
な
る
者
と
合
は
ざ
る
は
、
亦
た
従
ふ
べ

か
ら
ず
。
余
故
に
二
者
の
間
を
折
衷
し
、
著
し
て
比
の
論
を
鳥
す
。
自
ら

謂
ヘ
ム
く
、
頗
る
易
ふ
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
。

又
た
按
ず
る
に
、
墨
子
所
引
の
先
王
の
書
、
「
湯
の
官
刑
に
之
れ
有
り
て

日
は
く
」
は
、
非
欒
篇
に
出
づ
。
未
だ
其
の
何
時
に
作
ら
る
る
か
を
言
は
ず

お
く

と
錐
ど
も
、
然
れ
ど
も
左
博
昭
六
年
の
　
「
晋
の
叔
向
子
産
に
書
を
弘
膵
り
て

つ
く

日
は
く
、
昔
、
先
王
の
事
を
議
し
て
以
て
制
し
、
刑
辟
を
慮
ら
ざ
る
は
、
民

お
そ

の
畢
心
有
る
を
慨
る
れ
ば
な
り
」
の
、
杜
預
註
に
「
事
に
臨
み
て
刑
を
制
し
、

あ
ら
か
じ

務
め
法
を
設
け
ざ
る
な
り
。
法
を
ば
務
め
設
く
れ
ば
、
則
ち
民
は
事
瑞
を

知
る
」
と
日
ひ
、
又
た
「
夏
に
乱
政
有
り
て
南
刑
を
作
り
、
商
に
乱
政
有
り

て
湯
刑
を
作
る
」
と
日
ふ
の
、
註
に
「
夏
商
の
乱
に
、
南
湯
の
法
を
著
す
は
、

事
を
議
し
て
以
て
制
す
る
能
は
ざ
る
を
言
ふ
」
と
日
ひ
、
又
た
「
周
に
乱
政

有
り
て
九
刑
を
作
る
」
と
日
ふ
の
、
註
に
「
周
の
衰
ふ
る
も
、
亦
た
刑
書
を

慮
り
、
之
を
九
刑
と
謂
ふ
」
と
日
ひ
、
又
た
「
三
辟
の
興
る
は
、
皆
な
叔
世

な
り
」
と
日
ふ
の
、
註
に
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
刑
書
は
始
盛
の
世
に
起
ら
ず
」

と
日
へ
ば
、
則
ち
墨
子
の
謂
は
ゆ
る
「
湯
の
官
刑
」
と
は
、
正
し
く
商
の
叔

世
に
作
ら
る
る
に
て
、
其
の
湯
の
制
す
る
所
と
盛
ら
ざ
る
こ
と
明
か
な
り
。

た

而
る
に
古
文
を
偽
作
す
る
者
、
左
氏
を
参
考
に
す
る
能
は
ず
、
止
だ
墨
子
に

「
湯
の
官
刑
」
　
の
字
有
る
を
見
る
の
み
に
て
、
遂
に
以
て
即
ち
湯
の
制
す
る

所
に
し
て
、
伊
芦
の
口
よ
り
述
べ
ら
れ
、
以
て
太
甲
を
訓
ふ
と
鳥
す
。
其
の

.
も
と

時
に
は
園
よ
り
未
だ
嘗
て
此
の
刑
有
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
昭
二
十
九

年
に
「
晋
の
超
散
・
苛
寅
、
刑
鼎
を
鋳
る
。
仲
尼
聞
き
て
之
を
非
と
し
て
日な

ん

は
く
、
晋
は
其
れ
亡
ぴ
ん
か
」
と
あ
り
。
彼
の
春
秋
の
未
す
ら
且
つ
然
り
、
曾

ぞ
成
湯
の
盛
世
に
し
て
即
ち
橡
め
法
を
設
け
て
以
て
下
民
に
告
ぐ
と
謂
は
ん
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や
。
或
ひ
と
日
は
く
、
「
鞭
官
刑
を
作
す
」
　
は
、
虞
舜
の
時
よ
り
巳
に
有

れ
ば
、
何
ぞ
濁
り
湯
に
至
り
て
官
刑
無
き
や
、
と
。
余
日
は
く
、
湯
の
時
、

つ

ぷ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

く

五
刑
具
さ
に
在
り
、
未
だ
嘗
て
官
刑
無
く
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
濁
だ
鳥
る

所
の
「
三
風
十
億
」
を
ば
、
官
刑
の
條
目
と
鳥
し
、
此
を
犯
す
も
の
有
れ
ば
、

則
ち
官
刑
に
麗
く
。
以
て
勒
し
て
一
書
と
属
し
、
以
て
橡
め
下
民
に
告
ぐ
る

は
、
.
湯
に
固
よ
り
未
だ
嘗
て
此
の
制
有
ち
ぎ
る
な
り
。
或
る
ひ
と
又
た
日
は

つ
ね

く
、
杜
預
も
亦
た
「
南
湯
の
法
を
著
す
」
と
言
へ
ば
、
則
ち
「
桓
に
宮
に
舞

は
す
、
是
れ
を
巫
風
と
謂
ふ
」
は
、
安
ん
ぞ
即
ち
湯
の
法
に
非
ざ
る
を
知
ら

ん
や
、
と
。
余
日
は
く
、
即
ち
湯
の
法
な
る
も
、
湯
は
昔
時
未
だ
嘗
つ
て
此

を
以
て
之
を
官
刑
に
果
け
、
以
て
勒
し
て
一
書
と
鳥
し
、
以
て
橡
め
下
民
に

も
と
づ

告
げ
ざ
る
な
り
。
故
に
即
ち
「
九
刑
」
の
作
は
周
公
の
鳥
す
所
に
原
く
。
「
賊

・
蔵
・
盗
・
姦
を
大
凶
徳
と
焦
し
、
常
有
り
て
赦
す
こ
と
無
け
ん
」
、
是
れ
な

り
。
然
ら
ば
説
く
者
、
猶
ほ
此
れ
乃
ち
後
世
九
刑
を
作
る
者
、
周
公
の
誓

命
の
言
を
記
し
、
以
て
九
刑
の
書
に
著
す
に
て
、
周
公
自
ら
之
が
書
を
烏
る

に
非
ず
、
と
謂
ふ
。
周
公
に
観
れ
ば
、
則
ち
南
刑
・
湯
刑
の
作
ら
る
る
は
、

其
れ
必
ず
高
揚
に
出
で
ざ
る
こ
と
知
る
べ
し
。
其
の
必
ず
伊
芦
の
口
よ
り
述

べ
ら
れ
、
以
て
太
甲
を
訓
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
抑
そ
も
又
た
知
る
べ
し
。

⑳

又
た
按
ず
る
に
、
陳
祥
道
の
祀
書
に
、
「
漠
律
歴
志
に
引
け
る
書
の
伊
訓

お

ほ

　

　

　

　

　

　

　

　

た

す

に
日
く
、
『
太
甲
元
年
、
伊
芦
先
王
を
祀
り
、
誕
い
に
有
牧
の
方
明
を
資

く
。
冬
至
を
以
て
、
弗
を
越
え
て
先
王
を
方
明
に
祀
り
、
以
て
上
帝
に
配
す
』
」

と
云
ひ
、
凡
て
三
十
字
を
ば
、
自
ら
「
今
の
書
と
同
じ
か
ら
ず
」
と
云
ふ
。

お

も

　

　

　

　

た

だ

愚
謂
へ
ら
く
、
特
に
今
の
書
と
同
じ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
「
並
び
に
今
の

お
も

漢
書
と
も
、
亦
た
多
寡
互
ひ
に
異
な
り
。
窺
か
に
意
へ
ら
く
、
祥
道
は
北
宋

の
人
な
れ
ば
、
見
る
所
は
走
れ
別
本
な
る
に
似
た
り
。
因
り
て
思
ふ
に
、
宋

㊧
の
史
縄
祖
の
學
齋
佑
畢
に
云
ふ
、
「
左
博
昭
十
年
に
、
子
皮
目
は
く
、
夏
書

に
云
ふ
、
欲
は
度
を
敗
り
、
縦
は
層
を
放
る
」
と
。
今
の
左
博
は
「
書
目
」

に
作
り
て
、
上
に
「
夏
」
字
無
し
。
而
る
に
縄
祖
は
以
て
「
夏
書
」
と
鳥
せ

ば
、
縄
祖
の
見
る
所
も
、
亦
た
足
れ
別
本
な
る
に
似
た
り
。
今
姑
ら
く
二
本

に
就
き
て
之
を
記
す
れ
ば
、
亦
た
古
文
を
偽
作
す
る
者
の
脱
誤
せ
る
を
見
る

に
足
る
と
云
ふ
。

①
三
統
歴
引
古
文
伊
訓
篇
-
-
『
漢
書
』
律
暦
志
第
一
下
所
引
。

②
鄭
康
成
註
書
序
典
賛
引
伊
訓
　
-
　
『
尚
書
』
虞
書
大
題
正
義
所
引
。

③
孟
子
　
-
　
『
孟
子
』
萬
章
上
篇
。

④
論
語
　
-
　
『
論
語
』
憲
問
篇
。

⑤
詩
商
頒
-
-
『
毛
詩
』
商
頒
・
那
篇
。

⑥
論
語
　
-
　
『
論
語
』
微
子
篇
・
季
氏
岩
。

⑦
周
易
　
-
　
『
周
易
』
坤
文
言
侍
。

⑧
樽
記
　
-
　
『
穏
記
』
祭
法
篇
・
祭
義
篇

⑨
孝
姪
-
-
『
孝
控
』
天
子
章
。

⑲
左
侍
-
-
『
左
侍
』
債
公
十
五
年
・
隠
公
十
一
年
。
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⑪
墨
子
有
引
商
書
　
-
　
『
墨
子
』

⑫
有
引
先
王
之
書
-
-
『
墨
子
』

⑬
有
引
先
王
之
書
　
-
　
『
墨
子
』

⑭
筍
子
　
-
　
『
有
子
』
臣
道
篇
。

明
鬼
下
篇
。

尚
賢
中
篇
。

非
欒
上
貨
。

な
お
本
条
補
説
冒
頭
に
　
「
臣
道
」
篇
所
引
の

「
書
目
」
を
詳
説
し
て
い
る
が
、
閻
氏
が
こ
の
文
章
を
「
語
は
甚
だ
精
に

た

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

し
て
古
大
人
の
君
心
を
格
す
の
道
を
得
た
り
。
伊
芦
に
非
ざ
れ
ば
以
て
昔

た
る
に
足
ら
ず
」
と
評
す
る
の
は
、
主
観
的
見
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。



東洋古典學研究　第20集　2005

楊
原
注
が
　
「
書
、
伊
訓
也
」
　
と
注
す
る
の
は
、
偽
古
文
　
「
伊
訓
」
　
篇
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
王
先
謙
『
筍
子
集
解
』
も
　
「
慮
文
招
日
、
此
逸
書

也
。
赫
怒
行
目
、
此
逸
書
、
楊
以
烏
伊
訓
異
文
、
非
是
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑮
質
誼
　
-
　
『
質
誼
新
書
』
君
道
篇
・
審
微
篇
。

⑱
准
南
子
　
-
　
『
推
南
子
』
招
稀
訓
。

⑰
蘇
子
咋
-
-
蘇
拭
『
東
披
書
侍
』
巻
七
。
た
だ
し
本
条
は
『
察
侍
』
所
引
。

⑬
杜
預
　
-
　
『
春
秋
繹
例
』
春
秋
長
暦
。

⑬
唐
僧
一
行
　
-
　
唐
・
僧
一
行
の
伝
は
『
菖
唐
書
』
巻
一
九
一
「
方
技
」
　
列
伝

に
見
え
る
。
そ
し
て
『
新
唐
音
』
巻
二
七
上
　
「
暦
志
」
　
に
　
「
自
太
初
至
麟

徳
、
暦
有
二
十
三
家
、
輿
天
錐
近
而
未
密
也
。
至
一
行
、
密
央
」
と
あ
り
、

「
其
三
合
朔
議
」
　
に
杜
預
批
判
の
言
葉
が
見
え
る
。

⑳
陳
祥
道
蔵
書
　
-
　
北
宋
・
陳
禅
道
『
稽
書
』
巻
四
十
　
「
方
明
」
　
の
条
。

⑳
史
縄
祖
學
齋
佑
畢
　
-
　
南
宋
・
史
縄
祖
『
學
齋
佑
畢
』
第
三
巻
「
侍
琉
引
逸

書
之
誤
」
　
の
条
。

閣
凶
T
l
l
『
三
統
暦
』
所
引
古
文
「
伊
訓
」
貨
の
一
句
が
現
行
本
「
伊
訓
」
篇

に
無
い
こ
と
を
出
発
点
と
し
、
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
古
文
　
「
伊
訓
」
篇
に
つ

い
て
も
偽
作
者
の
遺
漏
を
指
摘
し
て
、
そ
の
杜
揺
さ
を
検
証
し
て
い
る
。

な
お
、
本
条
補
説
か
ら
　
「
戎
問
」
・
「
余
日
」
　
と
い
う
形
で
問
答
体
が
見

え
る
が
、
こ
れ
は
文
体
と
し
て
の
自
問
自
答
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
現
実
に

有
っ
た
疑
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
余
此
の
疑
を
蓄
ふ

は
じ

る
こ
と
凡
そ
敷
載
、
之
を
久
し
ぐ
し
て
方
め
て
其
の
説
を
得
た
り
」
と
い
う

記
述
の
通
り
、
そ
の
回
答
は
時
間
を
か
け
た
研
究
の
後
の
も
の
で
あ
り
、
も

ち
ろ
ん
本
条
自
体
も
一
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

第
六
　
古
文
伊
訓
見
三
統
歴
及
鄭
註
者
今
遺

三
統
歴
引
古
文
伊
訓
篇
日
「
惟
太
甲
元
年
、
十
有
二
月
、
乙
丑
、
朔
、
伊
ダ
祀
干
先
王
、

誕
資
有
牧
方
明
」
。
今
安
国
侍
無
「
誕
資
有
牧
方
明
」
一
語
。
鄭
康
成
註
書
序
典
賛
引
伊

訓
日
「
載
字
在
竜
」
、
又
日
「
征
是
三
腰
」
。
今
安
國
停
亦
無
之
。
蓋
偽
作
此
篇
者
、
止
見

孟
子
有
引
伊
訓
日
　
r
天
誅
造
攻
、
自
牧
宮
。
朕
載
自
宅
」
　
二
語
、
遂
援
之
以
烏
左
験
、
又

以
論
語
有
「
百
官
組
己
以
聴
於
家
事
三
年
」
鳥
居
喪
之
櫓
。
詩
商
頒
有
「
桁
我
烈
祖
」
鳥

成
湯
之
稀
、
今
文
召
詫
有
「
今
王
嗣
受
厳
命
」
、
r
若
生
子
、
岡
不
在
原
初
生
」
、
烏
初
即

位
告
戒
之
酔
、
論
語
又
有
「
無
求
備
於
一
人
」
、
有
「
侮
聖
人
之
言
」
、
周
易
有
「
積
善
之

家
必
有
線
慶
、
積
不
善
之
家
必
有
給
放
」
、
穏
記
有
「
湯
以
寛
治
民
、
而
除
其
虐
」
、
有
「
立

愛
自
親
始
、
立
敬
日
長
始
」
、
孝
経
有
r
愛
親
者
不
敢
蛮
於
人
、
敬
親
者
不
敢
慢
於
人
、

愛
敬
姦
於
事
親
、
而
徳
教
加
於
百
姓
、
刑
於
四
海
」
、
左
侍
有
「
上
天
降
災
」
、
有
「
天
禍

許
国
、
而
借
手
於
我
寡
人
」
、
墨
子
有
引
商
書
目
　
「
鴫
呼
、
古
着
有
夏
方
未
有
禍
之
時
、

百
獣
貞
轟
、
允
及
飛
鳥
、
莫
不
比
方
。
矧
住
人
而
胡
敢
異
心
。
山
川
鬼
神
、
亦
莫
敢
不
宵
。

若
能
共
允
、
住
天
下
之
合
、
下
上
之
葆
」
、
有
引
先
王
之
書
、
雌
牛
之
言
也
、
侍
日
「
求

聖
君
哲
人
、
以
神
輔
而
身
」
、
有
引
先
王
之
書
「
湯
之
官
刑
有
之
、
日
、
其
桓
舞
干
官
、

是
謂
巫
風
。
其
刑
君
子
出
締
二
衛
、
小
人
否
。
似
二
伯
黄
径
。
乃
言
日
、
鴫
呼
、
舞
律
拝
、

黄
言
孔
章
。
上
帝
弗
常
、
九
有
以
亡
、
上
帝
不
順
、
降
之
日
韓
、
其
家
必
懐
喪
」
、
有
子

有
引
吉
日
　
「
従
命
而
不
排
、
微
諌
而
不
倦
、
馬
上
則
明
、
鳥
下
則
過
し
、
質
誼
有
「
文
王

之
澤
、
下
被
禽
獣
、
拾
干
魚
檻
、
成
若
倣
欒
」
、
有
　
「
善
不
可
謂
小
而
無
益
、
不
善
不
可

謂
小
而
無
傷
」
、
港
南
子
有
r
君
子
不
謂
小
善
不
足
鳥
也
而
舎
之
、
小
善
積
而
鳥
大
善
。

不
謂
小
不
善
烏
無
傷
也
両
島
之
、
小
不
善
積
而
鳥
大
不
善
」
、
凡
十
線
條
、
改
宜
折
裂
、

補
綴
成
之
、
而
不
知
其
本
文
遺
漏
亦
巳
多
夫
。

按
有
子
所
引
　
「
書
目
」
、
出
臣
道
貨
。
其
上
文
日
　
「
故
因
其
憎
也
而
改
其
過
、
国
共
憂

也
而
排
其
故
、
因
其
書
也
而
入
其
道
、
因
其
怒
也
而
除
其
怨
、
曲
得
所
謂
焉
」
、
即
紐
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以
「
書
目
、
従
命
而
不
排
、
微
諌
而
不
倦
、
馬
上
則
明
、
鳶
下
則
遜
、
此
之
謂
也
」
、

語
甚
精
、
得
古
大
人
格
君
心
之
道
、
非
伊
井
不
足
以
昔
。
而
偽
作
伊
訓
者
、
乃
改
以
鳶

先
王
事
、
云
「
先
王
従
諌
弗
喋
、
先
民
時
若
。
居
上
克
明
、
烏
下
克
忠
」
、
語
反
浅
近
。

唐
楊
掠
註
有
子
、
亦
以
比
r
書
目
」
鳥
伊
訓
、
而
不
言
共
有
不
同
者
。

又
按
治
歴
者
、
以
至
朔
同
日
鳥
歴
元
。
班
国
律
歴
志
、
遇
至
朔
同
日
、
悉
載
之
。
漢
高

帝
「
八
年
、
十
一
月
乙
巳
、
朔
且
冬
至
」
、
r
十
一
月
」
者
、
漢
承
秦
未
改
月
、
十
一

月
仇
子
月
也
。
「
周
公
施
政
五
年
。
正
月
丁
未
、
朔
且
冬
至
」
、
正
月
者
、
周
改
月
正

月
篤
子
月
也
。
商
太
甲
r
元
年
、
十
二
月
乙
丑
、
朔
且
冬
至
」
、
十
二
月
者
、
商
改
月

十
二
月
馬
子
月
也
。
或
問
周
改
月
、
於
春
秋
而
徴
之
臭
。
商
改
月
、
於
書
亦
有
徴
平
。

余
日
、
亦
徴
於
春
秋
。
左
博
昭
十
七
年
「
梓
慣
日
、
火
出
、
於
夏
鳥
三
月
、
於
商
烏
四

月
、
於
周
鳥
五
月
」
、
班
志
謂
「
武
王
百
般
十
一
月
戊
子
師
初
登
、
後
三
日
得
周
正
月

辛
卯
朔
」
。
股
十
一
月
者
、
建
亥
之
月
、
故
後
一
月
烏
周
正
月
建
子
、
是
也
。
或
者
徒

見
察
氏
書
侍
謂
r
三
代
及
秦
、
皆
改
正
朔
、
而
不
改
月
」
、
以
太
甲
「
元
祀
、
十
有
二

月
乙
丑
」
烏
建
丑
之
月
、
商
之
正
朔
、
寛
在
於
比
、
其
「
祀
先
王
」
者
、
以
即
位
改
元

之
事
告
之
。
不
知
此
乃
建
子
之
月
、
商
之
正
朔
、
不
在
於
比
、
其
「
祀
先
王
」
者
、
以

冬
至
配
上
帝
之
故
也
。
班
志
日
r
吉
雄
有
成
湯
・
太
甲
・
外
丙
之
服
、
以
冬
至
越
弟
祀
先

王
干
方
明
、
百
配
上
帝
。
是
朔
且
冬
至
之
歳
也
。
後
九
十
五
歳
、
商
十
二
月
甲
申
、
朔

且
冬
至
、
亡
線
分
。
是
烏
孟
統
」
。
可
謂
推
法
最
密
者
英
。
而
偶
作
太
甲
者
、
求
其
説

而
不
得
、
以
元
祀
十
有
二
月
烏
正
朔
、
遂
以
三
祀
十
有
二
月
、
亦
岳
正
朔
。
嗣
告
復
砕
、

皆
富
以
正
朔
、
故
日
「
惟
三
祀
、
十
有
二
月
朔
、
奉
嗣
三
好
於
宅
」
、
不
知
商
賓
改
月
、

未
嘗
以
十
二
月
島
歳
首
。
昂
鳥
復
砕
於
是
月
平
。
不
然
、
商
質
不
改
月
、
則
十
二
月
者

建
丑
之
月
耳
。
建
丑
之
月
、
朔
且
安
得
有
冬
至
、
而
劉
款
・
班
圃
乃
以
鳥
歴
元
而
書
之

平
。
余
蓄
此
疑
、
凡
敷
載
、
久
之
方
得
其
説
。
故
特
著
之
、
以
補
顔
師
古
漢
注
之
快
、

且
以
正
察
博
之
多
誤
也
。
或
又
問
子
、
以
十
二
月
島
建
子
、
則
如
孔
侍
所
云
「
湯
崩
、

臨
月
太
甲
即
位
、
集
積
而
告
」
、
是
以
崩
年
改
元
臭
。
余
日
、
崩
年
改
元
、
乱
世
事
也
、

不
容
在
伊
ダ
而
有
之
。
蘇
子
瞭
既
言
之
臭
。
余
豊
敢
復
以
崩
牛
島
改
元
平
。
蓋
成
湯
烏

天
子
用
事
、
十
三
年
而
崩
、
則
崩
首
於
丁
未
。
大
甲
即
位
改
元
、
則
改
元
必
於
戊
申
、

始
正
月
建
丑
、
終
十
二
月
建
子
。
所
謂
「
十
有
二
月
乙
丑
、
朔
且
冬
至
、
配
上
帝
」
者
、

乃
太
甲
元
年
之
未
、
非
太
甲
元
年
之
初
也
。
組
之
、
認
十
有
二
月
乙
丑
鳥
即
位
之
種
、

不
得
不
以
十
有
二
月
鳥
建
丑
。
知
十
有
二
月
乙
丑
烏
至
朔
同
日
、
配
上
帝
之
確
、
又
不

容
不
以
十
有
二
月
烏
建
子
臭
。
成
田
、
伊
ヂ
首
即
位
之
初
、
「
祀
干
先
王
」
、
明
言
先

王
之
徳
、
以
訓
太
甲
。
故
日
伊
訓
。
余
日
、
冬
至
以
先
王
配
上
帝
、
濁
不
可
明
言
先
王

之
徳
、
以
訓
太
甲
平
。
或
又
日
、
劉
欽
三
統
歴
、
班
国
謂
之
鳥
最
密
、
杜
預
謂
之
鳶
最

疏
。
子
何
濁
劉
欺
之
是
従
平
。
余
日
、
余
亦
非
浸
信
劉
飲
也
、
自
古
治
歴
者
、
皆
紛
如

釆
訟
、
莫
有
定
論
。
燭
劉
歌
載
武
王
伐
紆
時
日
、
徴
之
於
國
語
伶
州
鳩
、
太
甲
時
日
、

徴
之
於
古
文
尚
書
。
余
之
従
夫
劉
欧
者
、
亦
以
其
原
本
経
侍
而
従
之
也
。
不
然
一
三
統

歴
也
、
班
固
謂
之
烏
最
密
、
杜
預
謂
之
爵
最
疏
、
而
唐
僧
一
行
、
又
濁
謂
杜
預
之
謬
。

後
人
之
議
前
人
也
如
是
。
余
又
格
安
所
適
従
哉
。

又
按
、
「
元
祀
十
有
二
月
」
、
孔
俸
以
鳥
改
月
、
是
臭
。
但
臨
月
即
位
、
太
甲
稀
元
於

湯
崩
之
年
子
月
、
則
孔
氏
誤
令
書
序
之
文
也
、
不
可
従
。
寮
侍
以
烏
「
瑜
年
即
位
」
、

是
臭
。
但
不
改
月
、
又
輿
歴
法
十
二
月
至
朔
同
日
者
不
合
、
亦
不
可
従
。
余
故
折
衷
於

二
者
之
間
、
著
鳥
此
論
。
自
謂
頗
不
可
易
云
。

又
按
墨
子
所
引
先
王
之
書
、
「
湯
之
官
刑
有
之
日
」
、
出
非
欒
篇
。
輯
未
言
共
作
於
何

時
、
然
左
俸
昭
六
年
、
「
晋
叔
向
弘
拍
子
産
書
目
、
昔
先
王
議
事
以
制
、
不
鳥
刑
辟
、
憫

民
之
有
事
心
也
」
、
杜
預
註
日
「
臨
事
制
刑
、
不
橡
設
法
也
。
法
線
設
、
則
民
知
事
瑞
」
、

又
日
「
夏
有
乱
政
、
而
作
南
刑
。
商
有
乱
政
、
而
作
湯
刑
」
、
註
日
「
夏
商
之
乱
、
著

南
湯
之
法
。
言
不
能
議
事
以
制
」
、
又
日
「
周
有
乱
政
而
作
九
刑
」
、
註
日
「
周
之
衰
、

亦
鳥
刑
書
、
謂
之
九
刑
」
、
又
日
「
三
辟
之
興
、
皆
叔
世
也
」
、
註
日
　
r
言
刑
書
不
起

193
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於
始
盛
之
世
」
、
則
墨
子
所
謂
　
「
湯
之
官
刑
」
者
、
正
作
於
商
之
叔
世
、
其
不
慮
湯
所

制
明
夫
。
而
偽
作
古
文
者
、
不
能
参
考
左
氏
、
止
見
墨
子
有
「
湯
之
官
刑
」
字
、
遂
以

篤
郎
湯
所
制
、
而
述
於
伊
ダ
之
口
、
以
訓
太
甲
。
不
知
共
時
固
未
嘗
有
此
刑
也
。
昭
二

十
九
年
「
晋
超
散
筍
寅
鋳
刑
鼎
。
仲
尼
聞
而
非
之
日
、
曹
其
亡
乎
」
。
彼
春
秋
之
未
且

然
、
曾
謂
成
湯
盛
世
、
而
即
橡
設
法
以
告
下
民
故
。
或
日
、
「
鞭
作
官
刑
」
、
自
虞
舜

時
巳
有
、
何
燭
至
湯
而
無
官
刑
耶
。
余
日
、
湯
之
時
、
五
刑
具
在
、
未
嘗
無
官
刑
也
。

燭
所
鳥
r
三
風
十
怒
」
窯
官
刑
之
條
目
、
有
犯
於
此
者
、
則
麗
於
官
刑
、
以
勒
鳥
一
書
、

以
橡
告
下
民
、
湯
固
未
嘗
有
此
制
也
。
或
又
日
、
杜
預
亦
言
r
著
南
湯
之
法
」
、
則
「
桓

舞
干
官
、
是
謂
巫
風
」
、
安
知
非
即
湯
之
法
耶
。
余
日
、
即
湯
之
法
、
湯
昔
時
未
嘗
以

此
麗
之
於
官
刑
、
以
勒
烏
一
書
、
以
橡
告
下
民
也
。
故
即
九
刑
之
作
原
干
周
公
所
畠
。

「
賊
蔵
盗
姦
鳥
大
凶
徳
、
有
常
無
赦
」
　
是
也
。
然
説
者
猶
謂
此
乃
後
世
作
九
刑
者
、
記

周
公
誓
命
之
言
、
以
著
於
九
刑
之
書
、
非
周
公
自
鳥
之
書
也
。
観
於
周
公
、
則
南
刑
湯

刑
之
作
、
其
必
不
出
於
南
湯
可
知
夫
。
其
必
不
容
述
於
伊
ヂ
之
ロ
、
以
訓
太
甲
、
抑
又

可
知
夫
。

又
按
陳
梓
道
祀
書
云
　
「
漢
律
歴
志
引
書
伊
訓
日
『
太
甲
元
年
、
伊
芦
祀
於
先
王
、
誕
資

有
牧
方
　
〔
明
〕
、
以
冬
至
越
弗
、
祀
先
王
於
方
明
、
以
配
上
帝
』
」
。
凡
三
十
字
、
自
云

「
輿
今
書
不
同
」
。
愚
謂
、
不
特
典
今
書
不
同
、
並
輿
今
漢
書
亦
多
寡
互
異
。
病
意
、

祥
道
北
宋
人
、
所
見
似
是
別
本
。
因
思
、
宋
史
紐
祖
學
齋
佑
畢
云
　
「
左
博
昭
十
年
、
子

皮
目
、
夏
書
云
、
欲
敗
度
縦
敗
穏
」
、
今
左
侍
作
「
書
目
」
、
上
無
　
「
夏
」
字
、
而
縄

祖
以
鳥
　
「
夏
書
」
、
似
縄
祖
所
見
、
亦
是
別
本
。
今
姑
就
二
本
記
之
、
亦
足
見
偶
作
古

′

文
者
之
脱
誤
云
。

①

侶
泰
誓
の
三
篇
を
ば
、
或
は
宣
帝
の
時
に
得
た
り
と
云
ひ
、
或
は
武
帝
の
時

②

に
得
た
り
と
云
ふ
も
、
皆
な
非
な
り
。
武
帝
の
建
元
元
年
の
董
仲
野
の
封
策
に
、

か
へ

即
ち
侶
泰
誓
の
、
「
書
に
日
は
く
、
『
白
魚
王
舟
に
入
り
、
火
の
王
屋
に
復
り
、

流
れ
て
烏
と
烏
る
有
り
』
と
。
周
公
日
は
く
、
『
復
る
か
な
、
復
る
か
な
』
」

と
あ
る
を
引
け
ば
、
則
ち
此
の
書
は
武
帝
の
前
に
出
で
し
こ
と
決
す
る
を
知
る
。

は
じ

或
る
ひ
と
武
帝
の
時
に
方
め
て
學
官
に
立
て
ら
る
、
故
に
軋
武
帝
の
時
に
得
た

り
」
と
日
へ
る
も
、
亦
た
未
だ
知
る
べ
か
ら
ず
。
東
浜
の
馬
融
始
め
て
縮
か
に

之
を
疑
ひ
て
云
ふ
、
「
泰
誓
は
後
に
得
。
其
の
文
を
案
ず
る
に
、

に
似
た
り
て
、
其
の
事
を
稽
ふ
る
に
、
嘩
匂
神
怪
に
捗
れ
ば
、

喝
露
の
若
き

「
子
の
語
ら
ざ

る
所
」
の
中
に
在
る
無
き
を
得
た
る
か
。
囁
秋
に
引
け
る
泰
誓
に
日
は
く
、
『
民

の
欲
す
る
所
、
天
必
ず
之
に
従
ふ
』
と
、
國
語
に
引
け
る
泰
誓
に
日
は
く

か

な

　

　

　

　

　

か

さ

　

　

　

　

ス

ノ

　

　

　

　

A

〃

　

　

　

　

　

′

U

が
夢
は
朕
の
ト
に
協
ふ
。
休
梓
を
襲
ぬ
。
商
を
戎
た
ば
必
ず
克
た
ん
』
と
、
孟

あ

が

　

　

こ

れ

子
の
引
け
る
泰
誓
に
日
は
く
、
『
我
が
武
惟
れ
揚
り
、
之
が
墓
を
侵

の
凶
残
を
取
り
、
我
れ
伐
つ
は
磐
琶
媚

お
い

吋
。
彼

に
干
て
光
有
り
』
と
、
孫
卿
の

第
七
　
晩
出
の
泰
誓
、
濁
り
墨
子
所
引
の
三
語
を
遺
す
の
み
に
て
破
綻
を
畠
す

引
け
る
泰
誓
に
日
は
く
、
『
濁
夫
の
受
』
と
、
穏
記
に
引
け
る
泰
誓
に
日
は
く
、

『
予
の
受
に
克
つ
は
、
予
の
武
に
非
ず
。
惟
れ
朕
が
文
考
に
罪
無
し
。
受
の
予

に
克
つ
は
、
朕
が
文
考
に
罪
有
る
に
非
ず
。
惟
れ
予
小
子
に
良
無
き
な
り
』
と
。

今
文
泰
誓
に
は
皆
な
此
の
語
無
し
。
苦
れ
書
侍
を
見
る
こ
と
多
し
。
泰
誓
を
引

こ
と
ご
と

く
所
に
し
て
、
泰
誓
に
在
ら
ざ
る
者
の
甚
だ
多
け
れ
ば
、
復
た
悉
く
は
記
さ

ほ
ぼ

ず
。
略
五
事
を
挙
げ
て
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
亦
た
知
る
べ
し
」
と
。

⑳

馬
融
の
言
此
の
如
し
。
(
挑
際
恒
立
方
日
は
く
、
「
融
の
比
の
言
は
、
本
も
と
偽
書
を

耕
ず
る
も
、
乃
ち
寛
に
人
に
以
て
偽
書
を
作
る
の
法
を
教
ふ
る
な
り
」
と
。
)
　
東
菅
の

お

よ

　

　

　

　

　

た

ち

ま

元
帝
の
時
に
逮
び
、
梅
蹟
忽
ち
古
文
尚
書
を
戯
ず
る
に
、
泰
誓
三
篇
有
り
。
凡
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こ

こ

　

　

　

　

　

い

づ

く

そ
馬
融
の
在
ら
ざ
る
を
疑
ふ
者
、
悉
く
蔦
に
在
り
。
人
烏
ん
ぞ
信
じ
て
以
て
眞

と
篤
さ
ざ
る
を
得
ん
や
。
而
れ
ど
も
其
の
偽
の
愈
い
よ
掩
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知

ら
ざ
る
な
り
。
何
と
な
れ
ば
、
馬
融
は
　
「
書
侍
に
引
く
所
の
泰
誓
は
甚
だ
多
け

れ
ば
、
復
た
悉
く
は
記
さ
ず
。
略
ぼ
五
事
を
學
げ
て
以
て
之
を
明
ら
か
に
す
」

と
明
言
す
れ
ば
、
此
の
五
事
に
志
く
る
を
謂
ふ
に
は
非
ず
。
而
る
に
古
文
を
偽

作
す
る
者
、
博
く
軍
書
を
極
む
る
能
は
ず
、
止
だ
廓
融
の
及
ぶ
所
に
接
る
の
み

に
て
、
馬
融
の
未
だ
及
ば
ざ
る
所
に
按
ら
ず
。
故
に
墨
子
尚
同
篇
に
大
誓
に
「
小

ひ
と

人
姦
巧
を
見
れ
ば
、
乃
ち
聞
せ
よ
。
言
は
ず
し
て
接
す
れ
ば
罪
は
釣
し
」
　
と

日
ふ
を
引
く
有
り
、
墨
子
又
た
従
ひ
て
之
を
繹
し
て
、
「
此
れ
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、

淫
辟
を
見
、
泌
て
告
げ
ざ
る
者
、
其
の
罪
は
亦
た
猶
ほ
淫
辟
な
る
者
の
ご
と
し
」

と
日
ふ
は
、
深
切
著
明
な
り
と
謂
ふ
べ
し
。
墨
子
の
生
ま
る
る
は
孔
子
の
後
、

孟
子
の
前
な
れ
ば
、
詩
・
書
は
完
好
に
し
て
、
未
だ
秦
焙
に
遭
は
ず
、
且
つ
其

た
ぐ
ひ

の
書
は
甚
だ
眞
に
し
て
、
依
託
す
る
者
の
比
に
非
ず
。
而
る
に
晩
出
の
古
文
、

濁
り
比
の
敷
語
を
遺
す
は
」
一
大
破
綻
に
非
ず
や
。
余
嘗
て
謂
へ
ら
く
、
偽
書

せ
つ
く
わ
う

を
作
る
者
は
、
皆
へ
ば
説
議
の
如
し
と
。
意
を
極
め
て
爾
縫
し
、
宛
韓
し
て

穂
く
べ
L
と
雌
ど
も
、
然
れ
ど
も
精
心
よ
り
之
れ
を
察
す
れ
ば
、
未
だ
破
綻
を

露
出
し
来
た
ら
ざ
る
者
有
ら
ず
と
は
、
其
れ
此
の
書
を
之
れ
謂
ふ
か
。

或
ひ
と
間
ふ
、
偽
泰
誓
の
三
貨
は
、
唐
の
世
に
僅
に
存
す
れ
ど
も
、
而
も

宋
史
重
文
志
に
は
巳
に
無
し
。
馬
融
・
鄭
康
成
・
王
宙
の
註
す
る
所
の
尚
書
は
、

⑬

是
れ
偽
泰
誓
な
る
も
、
巳
に
侍
は
ら
ず
。
察
沈
、
「
其
れ
亦
た
経
侍
に
引
く

よ

所
を
剰
鏑
せ
る
を
知
る
」
　
と
謂
ふ
は
、
察
何
に
従
り
て
之
を
知
れ

は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と

る
坤

余
日
は
く
、
今
を
以
て
之
を
度
れ
ば
、
蓋
し
知
る
べ
き
な
り
4
　
如
へ
ば
趨
岐

し
た
が

孟
子
に
註
す
る
に
、
「
天
の
視
る
こ
と
我
が
民
の
視
る
こ
と
に
自
ふ
」
　
に

干
い
て
、
「
泰
誓
は
尚
書
の
篇
名
な
り
」
　
と
云
ひ
、
「
我
が
武
は
惟
れ
揚
が

る
」
　
に
干
い
て
、
「
泰
誓
は
古
尚
書
百
二
十
篇
の
時
の
泰
誓
な
り
。
今
の
泰

誓
と
同
じ
か
ら
ず
」
　
と
云
へ
ば
、
則
ち
備
泰
誓
の
剰
鏑
す
る
所
に
、
「
天
視

自
我
民
視
」
　
の
二
語
有
れ
ど
も
、
而
も
　
「
我
武
惟
揚
」
　
の
五
語
無
き
こ
と
知

る
べ
し
。
杜
預
左
氏
に
註
す
る
に
、
成
二
年
侍
の
　
「
大
誓
に
謂
は
ゆ
る
商

の
兆
民
は
離
れ
、
周
の
十
人
は
同
じ
き
者
衆
し
」
　
に
干
い
て
、
「
大
誓
は
周

書
な
り
」
4
万
ひ
、
寧
二
十
一
年
侍
の
「
大
誓
に
云
ふ
、
民
の
欲
す
る
所
は
、

天
必
ず
之
に
之
ふ
」
　
に
於
い
て
、
「
今
の
尚
書
大
誓
に
此
の
文
無
し
」
　
と
云

ひ
、
昭
二
十
四
年
侍
の
　
「
大
誓
に
日
は
く
、
肘
に
億
兆
の
夷
人
有
り
、
亦
た

離
徳
有
り
。
余
に
乱
臣
十
人
有
り
、
同
心
同
徳
」
　
に
於
い
て
、
「
今
の
大
誓

に
比
の
語
無
し
」
　
と
云
へ
ば
、
則
ち
侶
泰
誓
の
剰
鏑
す
る
所
に
、
「
商
兆
民

離
」
　
の
二
語
有
れ
ど
も
、
而
も
　
「
民
之
所
欲
」
、
「
村
有
億
兆
夷
人
」
　
の
六

語
無
き
こ
と
知
る
べ
し
。
然
ら
ば
晩
出
の
古
文
は
、
馬
融
學
ぐ
る
所
の
屯
事

を
除
く
の
外
、
亦
た
　
「
紺
有
億
兆
夷
人
」
　
を
剰
鏑
す
る
を
知
り
、
即
ち
墨
子

お
こ

に
於
て
は
、
亦
た
　
「
文
王
は
日
の
若
く
月
の
若
く
、
乍
り
て
四
方
に
、
西
土

う

づ

く

ま

　

　

　

　

あ

へ

に
照
光
す
」
　
を
剰
窺
す
る
を
知
り
、
「
肘
は
夷
り
慮
り
、
肯
て
上
帝
鬼
神

つ

か

　

　

　

そ

　

　

　

　

し

　

こ

ば

　

　

ま

つ

に
事
へ
ず
、
願
の
先
神
の
薩
を
禍
ち
て
祀
ら
ず
、
乃
ち
日
は
く
、
吾
が
民
に

も

ら

　

　

　

あ

ら

　

　

　

　

　

　

　

ほ

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

も

命
有
り
。
無
・
磨
二
属
す
こ
と
排
ず
。
天
亦
た
之
を
縫
い
ま
ま
に
し
、
棄
て
て
葆

あ

あ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

あ

た
ず
」
を
剰
窺
す
る
を
知
り
、
亦
た
「
於
、
去
費
、
日
は
く
、
悪
平
、
君
子
、

天
に
顆
徳
有
り
、
其
の
行
は
甚
だ
章
ら
か
に
、
鑑
を
焦
す
こ
と
遠
か
ら
ず
、

彼
の
股
王
に
在
り
。
人
に
命
有
る
を
謂
ふ
、
敬
の
行
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
謂
ふ
、

祭
る
も
益
無
き
を
謂
ふ
、
暴
す
る
も
傷
無
き
を
謂
ふ
。
上
帝
は
常
な
ら
ず
、

の
ろ

九
有
以
て
亡
ぶ
。
上
帝
は
順
な
ら
ず
、
祝
ひ
て
其
の
喪
を
降
す
。
惟
軌
我
が

有
周
、
之
を
大
帝
に
受
く
」
　
を
剰
窺
す
る
を
知
る
も
、
濁
り
未
だ
　
「
小
人
見

姦
巧
」
　
の
言
を
引
く
に
及
ば
ず
、
遂
に
逗
漏
を
鳥
す
。
然
れ
ど
も
亦
た
幸
に
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し
て
此
の
逗
漏
有
る
な
り
。

な

戎
ひ
と
又
た
問
ふ
、
劉
向
の
説
苑
臣
術
篇
に
泰
誓
の
「
下
に
附
し
て
上
を
岡

こ

ろ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

み
す
る
者
は
死
さ
る
。
上
に
附
し
て
下
を
岡
み
す
る
者
は
刑
せ
ら
る
。
國
政

を
興
り
聞
き
て
民
に
益
無
き
者
は
退
け
ら
る
。
上
位
に
在
り
て
賢
を
進
む
る

お

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

り

ぞ

能
は
ざ
る
者
は
逐
は
る
」
と
聖
を
引
き
て
、
「
此
れ
善
を
勧
め
て
悪
を
拙
く

る
所
以
な
り
」
　
と
あ
る
は
、
武
帝
紀
に
載
す
る
所
の
　
「
有
司
奏
議
」
　
の
語
と

正
し
く
同
じ
。
劉
向
は
親
し
く
古
文
の
秘
典
を
校
す
れ
ば
、
其
の
引
け
る
泰

誓
、
眞
の
安
國
の
書
に
即
く
母
き
を
得
た
る
か
、
と
。
余
日
は
く
、
非
な
り
、

.
も
と

と
。
安
國
は
　
「
多
き
こ
と
二
十
四
篇
」
　
を
得
た
る
も
「
　
原
よ
り
泰
誓
無
し
。

故
に
偽
泰
誓
は
昔
時
に
在
り
て
も
、
亦
た
存
し
て
廃
さ
れ
ず
、
馬
融
・
王
粛

に
至
り
て
始
め
て
其
の
債
を
覚
る
の
み
。
愚
嘗
て
笑
ふ
ら
く
は
、
古
文
を
偽

作
す
る
者
は
、
正
し
く
常
に
安
國
侍
ふ
る
所
の
篇
敦
に
接
り
て
之
が
補
綴
を

烏
す
べ
く
、
昔
に
別
に
名
目
を
立
て
て
自
ら
矛
盾
を
烏
す
べ
か
ら
ず
、
と
。

は

か

　

　

　

た

と

然
れ
ど
も
其
の
意
を
揺
る
に
、
如
へ
ば
泰
誓
三
貨
を
作
る
と
き
に
は
、
則
ち

馬
融
の
學
ぐ
る
所
の
五
事
に
因
る
な
り
。
太
甲
三
篇
は
則
ち
穏
記
・
孟
子
・
左

侍
の
引
用
す
る
所
に
因
る
な
り
。
説
命
三
篇
は
則
ち
祓
記
・
孟
子
・
國
語
の
引

用
す
る
所
に
因
る
な
。
。
以
て
仲
旭
之
詰
・
察
仲
之
命
・
君
㌔
君
軒
に
及
ぶ

ま
で
、
皆
な
然
ら
ざ
る
は
美
し
。
蓋
し
書
を
作
偽
す
る
者
、
空
琴
を
張
り
、

白
刃
を
冒
し
て
、
輿
に
直
だ
自
ら
其
の
中
の
有
す
る
所
を
吐
く
能
は
ず
。
故

に
必
ず
往
籍
に
依
託
し
て
以
て
之
が
主
と
鳥
し
、
馨
口
を
巷
擬
し
て
以
て
之

お
こ
な

が
役
と
焦
し
、
而
る
後
に
以
て
吾
の
欺
を
倍
ふ
に
足
る
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
、

此
の
書
は
魂
菅
の
間
に
出
で
、
康
成
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ず
、
而
し
て

康
成
の
註
す
る
所
の
百
篇
の
書
序
に
は
、
明
ら
か
に
　
「
某
篇
は
亡
ぶ
」
　
「
某

も

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

と

さ

ら

篇
は
逸
す
」
　
と
云
へ
ば
、
彼
れ
豊
に
目
無
き
者
に
し
て
乃
ち
故
に
之
と
抵

括
せ
ん
や
。
蓋
し
必
ず
安
國
停
ふ
る
所
の
篇
目
に
接
り
、
一
一
補
綴
す
れ
ば
、

一
`

則
ち
九
薬
九
篇
、
掛
た
何
に
従
り
て
措
手
せ
ん
や
。
此
れ
其
の
難
き
を
避
け

う
れ
へ

易
き
に
就
き
、
自
ら
矛
盾
に
出
づ
と
錐
ど
も
、
而
れ
ど
も
他
ざ
る
所
有
る
な

り
。
鳴
呼
、
百
世
よ
り
下
、
猶
は
以
て
其
の
肺
腑
を
洞
見
す
べ
し
。
作
偽
者

ま

も
亦
た
妥
ぞ
益
鵬
ん
や
。

按
ず
る
に
、
鄭
端
簡
暁
も
亦
た
古
文
泰
誓
を
疑
ひ
て
、
「
偽
泰
誓
に
は
孟

い
づ
く

子
諸
書
に
引
用
す
る
所
の
者
無
け
れ
ば
、
人
は
遂
に
之
を
信
ぜ
ず
。
安
ん
ぞ

事
を
好
む
者
、
又
た
孟
子
諸
書
に
引
用
す
る
所
の
者
を
取
り
、
以
て
之
に
蛮

人
し
、
以
て
信
を
人
に
取
ら
ん
こ
と
を
固
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
」
　
と
謂
ふ
、

其
の
兄
は
余
と
撃
。
嘗
て
禦
ら
く
、
此
れ
即
ち
増
子
を
偽
作
す
る
こ

と
な
り
、
と
。
柳
宗
元
　
之
を
群
じ
て
日
は
く
、
「
人
以
へ
ら
く
、
貢
誼
の

お
も

爛
賦
は
轟
く
鶴
冠
子
に
出
づ
、
と
。
吾
れ
意
へ
ら
く
、
事
を
好
む
者
慣
り

て
其
の
書
を
慮
り
、
反
て
脇
賦
を
用
ひ
て
以
て
之
に
充
入
せ
る
に
て
、
誼

鶴
冠
子
に
取
る
有
る
に
非
ざ
る
こ
と
決
せ
り
」
　
と
。
故
に
孟
子
今
の
古
文

泰
誓
に
取
る
有
る
に
非
ざ
る
こ
と
も
亦
た
決
せ
り
。
従
来
、
後
人
前
を
引

く
に
て
、
前
人
後
を
引
く
無
し
。
濁
り
此
れ
の
み
は
乃
ち
前
人
後
を
引
く

い
さ
さ

に
て
、
後
人
前
を
引
く
に
非
ず
。
柳
か
鮎
破
を
烏
せ
ば
、
正
に
一
笑
す
べ

し
。
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①
宣
帝
時
・
武
帝
時
　
-
　
『
尚
書
正
義
』
巻
第
一
所
引
の
『
別
録
』
・
王
充
『
論

衡
』
等
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
。

別
録
日
　
「
武
帝
末
、
民
有
得
泰
誓
書
於
壁
内
者
、
猷
之
。
輿
博
士
使
講

説
之
、
敢
月
皆
起
、
侍
以
教
人
」
、
則
泰
誓
非
伏
生
所
侍
。
.
…
…
案
王

充
論
衡
及
後
漠
史
、
「
戯
帝
建
安
十
四
年
、
黄
門
侍
郎
房
宏
等
説
云
、
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宣
帝
泰
和
元
年
、
河
内
女
子
有
填
老
子
屋
、
得
古
文
泰
誓
三
篇
」
。

②
董
仲
野
封
第
　
-
　
『
漢
書
』
董
仲
野
伝
所
載
の
第
一
封
策
を
指
す
。

③
東
漠
馬
融
-
-
馬
融
の
『
尚
書
侍
』
序
の
文
章
。
『
尚
書
正
義
』
に
二
箇
所

(
孔
安
國
序
・
泰
誓
)
、
ま
た
『
春
秋
正
義
』
裏
公
三
十
一
年
侍
の
条
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。

④
子
所
不
語
　
-
　
『
論
語
』
述
而
篇
「
子
不
語
怪
力
乱
神
」
。

⑤
春
秋
　
-
　
『
春
秋
左
氏
侍
』
昭
公
元
年
の
条
。

⑥
國
語
　
-
　
『
國
語
』
周
語
下
。

⑦
孟
子
　
-
　
『
孟
子
』
膣
文
公
上
篇
。

⑧
孫
卿
　
-
　
『
有
子
』
議
兵
貨
。

⑨
穏
記
　
-
　
『
穏
記
』
坊
記
篇
。

⑩
挑
際
恒
立
方
-
-
⊥
将
・
挑
際
恒
に
は
『
古
今
偽
書
考
』
や
『
詩
経
通
論
』
等

の
著
作
が
有
り
、
本
条
所
引
は
『
尚
書
通
論
』
の
文
章
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
後
こ
の
事
は
逸
書
と
な
っ
た
。
林
慶
彰
主
編
『
挑
際
恒
著
作
集
』
全

六
冊
(
中
央
研
究
院
・
中
国
文
哲
研
究
所
一
九
九
里
　
に
『
古
文
尚
書
通
論

輯
本
』
を
収
録
す
る
。
た
だ
し
本
条
は
収
録
漏
れ
。

⑪
墨
子
尚
同
篇
　
-
　
『
墨
子
』
尚
同
下
篇

⑫
深
切
著
明
　
-
　
参
考
‥
『
史
記
』
大
史
公
自
序
。

太
史
公
日
「
余
聞
董
生
月
、
『
周
道
衰
塵
、
孔
子
鳥
魯
司
冠
、
諸
侯
害
之
、

大
夫
堕
之
。
孔
子
知
言
之
不
用
、
道
之
不
行
也
、
是
非
二
百
四
十
二
年
之

中
、
以
烏
天
下
儀
表
、
腔
天
子
、
退
諸
侯
、
討
大
夫
、
以
達
王
事
而
巳
臭
。
』

子
日
『
我
欲
載
之
空
言
、
不
知
見
之
於
行
事
之
喝
切
笥
瑚
也
』
…
…
」
。

⑬
察
沈
1
-
⊥
祭
沈
『
書
集
侍
』
泰
誓
篇
題
の
条
。

⑭
趨
岐
註
孟
子
　
-
　
順
次
『
孟
子
』
萬
章
上
篇
、
膿
文
公
下
岩
。

⑮
墨
子
-
-
順
次
『
墨
子
』
兼
愛
中
貨
、
非
命
上
篇
、
非
命
下
篇
。

⑱
小
人
見
姦
巧
　
-
　
『
墨
子
』
尚
同
下
篇
の
文
章
。

⑰
武
帝
紀
　
-
　
『
漢
書
』
武
帝
紀
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

有
司
奏
議
日
「
古
者
、
諸
侯
貢
士
、
萱
適
謂
之
好
徳
、
再
適
謂
之
賢
賢
、

三
通
謂
之
有
功
、
乃
加
九
錫
。
示
貢
士
、
萱
則
拙
爵
、
再
則
剋
地
、
三
両

拙
爵
地
畢
英
。
司
剖
朝
岡
1
醐
月
岡
ヨ
刑
つ
剣
開
園
到
痢
薗

脚
国
都
用
、
l
l
l
越
山
咄
珂
利
昭
喝
珂
刹
卑
此
所
以
勒
善
勤
番
也
。
今
詔
書

昭
先
帝
聖
緒
、
令
二
千
石
學
孝
廉
、
所
以
化
元
元
、
移
風
易
俗
也
。
不
學

孝
、
不
奉
詔
、
昔
以
不
敬
論
。
不
察
廉
、
不
勝
任
也
、
昔
免
」
。
奏
可
。

⑬
張
空
琴
冒
白
刃
　
-
　
参
考
『
史
記
』
李
陵
侍
に
見
え
る
司
馬
遷
の
言
葉
。

然
李
陵
一
呼
努
軍
、
士
無
不
起
、
窮
流
沸
、
抹
血
飲
泣
、
張
空
琴
、
冒
白

刃
、
北
首
事
死
敵
。

⑲
鄭
端
簡
噴
-
-
明
の
鄭
暁
、
字
は
窒
甫
、
誼
は
端
筒
。
本
条
は
『
古
言
類
編
』

巻
上
書
に
見
え
る
が
、
文
章
は
多
少
異
な
る
。

⑳
柳
宗
元
　
-
　
『
柳
河
東
全
集
』
巻
四
議
群
の
「
群
鶴
冠
子
」
の
条
に
見
え
る
。

た
だ
し
馬
王
碓
白
書
の
中
に
『
鶴
冠
子
』
の
内
容
と
一
致
す
る
文
献
が
在

っ
た
た
め
、
現
在
で
は
鶴
冠
子
偽
作
説
に
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

圃
畢
l
-
本
条
は
「
泰
誓
」
三
篇
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
本
条
理
解
の

た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
よ
う
な
三
種
類
の
　
「
泰
誓
」
篇
の
存
在
を

頭
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

・
真
古
文
泰
誓

・
漠
今
文
泰
誓
(
馬
融
・
鄭
玄
等
が
見
た
も
の
)

・
偽
古
文
泰
誓
(
偽
孔
安
國
伝
)

そ
し
て
　
「
愚
嘗
笑
」
、
「
正
可
一
笑
」
、
「
鴨
呼
、
百
世
よ
り
下
、
猶
は
以
て
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ま

其
の
肺
腑
を
洞
見
す
べ
し
。
作
偽
者
も
亦
た
妥
ぞ
益
さ
ん
や
」
　
と
い
っ
た
言

葉
に
は
、
閻
氏
の
博
捜
と
精
読
に
対
す
る
自
負
心
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
　
晩
出
泰
誓
濁
遺
墨
子
所
引
三
語
鳥
破
綻

偶
泰
誓
三
岩
、
戎
云
宣
帝
時
得
、
或
云
武
帝
時
得
、
皆
非
也
。
武
帝
建
元
元
年
、
董
仲
野

封
策
、
即
引
侶
泰
誓
、
「
書
目
、
白
魚
入
於
王
舟
、
有
火
復
於
王
屋
、
流
鳥
烏
。
周
公
日
、

復
故
、
復
哉
」
、
則
知
此
書
出
於
武
帝
之
前
決
臭
。
或
武
帝
時
方
立
於
學
官
、
故
日
　
「
武

帝
時
得
」
、
亦
未
可
知
。
東
漢
馬
融
始
窺
疑
之
、
云
　
r
泰
誓
後
待
。
案
其
文
、
似
若
浅
露
、

稽
其
事
、
頗
渉
神
怪
、
得
無
在
子
所
不
語
中
平
。
春
秋
引
泰
誓
日
『
民
之
所
欲
、
天
必
従

之
』
、
國
語
引
泰
誓
日
『
朕
夢
協
朕
ト
、
襲
於
休
梓
、
戎
商
必
克
』
、
孟
子
引
泰
誓
日
『
我

武
惟
揚
、
侵
干
之
疆
、
取
彼
凶
残
、
我
伐
用
張
、
干
湯
有
光
』
、
孫
卿
引
泰
誓
日
『
濁
夫

受
』
、
穏
記
引
泰
誓
日
『
予
克
受
非
予
武
、
惟
朕
文
考
無
罪
。
受
克
子
非
朕
文
考
有
罪
、

惟
予
小
子
無
良
』
。
今
文
泰
誓
皆
無
此
語
。
吉
見
書
侍
多
夫
。
所
引
泰
誓
、
而
不
在
泰
誓

者
甚
多
、
弗
復
悉
記
、
略
翠
玉
事
以
明
之
、
亦
可
知
夫
」
。
馬
融
之
言
如
此
。
(
挑
際
恒
立

方
日
　
「
融
此
言
本
排
偽
書
、
乃
尭
教
人
以
作
偽
書
法
兵
。
)
　
遼
東
曹
元
帝
時
、
梅
臨
忽
厭

古
文
尚
書
、
有
泰
誓
三
岩
。
凡
馬
融
所
疑
不
在
者
、
悉
在
蔦
。
人
烏
得
不
信
以
鳥
眞
。
而

不
知
其
偽
之
愈
不
可
掩
也
。
何
也
、
馬
融
明
言
　
「
書
侍
所
引
泰
誓
甚
多
、
弗
復
悉
記
、
略

翠
玉
事
、
以
明
之
」
、
非
謂
塵
於
此
五
事
也
。
而
偽
作
古
文
者
、
不
能
博
極
軍
書
、
止
接

馬
融
之
所
及
、
而
不
接
馬
融
之
所
未
及
。
故
墨
子
尚
同
篇
有
引
大
誓
日
　
r
小
人
見
姦
巧
、

乃
聞
。
不
言
也
鍍
罪
釣
」
、
墨
子
又
従
而
搾
之
日
「
比
言
見
淫
辟
不
以
告
者
、
其
罪
亦
猶

淫
辟
者
也
」
、
可
謂
深
切
著
明
兵
。
墨
子
生
孔
子
後
、
孟
子
前
、
詩
書
完
好
、
未
遭
秦
焔
、

且
其
書
甚
眞
、
非
依
託
者
比
。
而
晩
出
之
古
文
、
燭
遺
比
敷
語
、
非
一
大
破
綻
平
。
余
嘗

謂
、
作
偽
書
者
皆
如
説
試
、
錐
極
意
弼
縫
、
宛
轄
可
蛭
、
然
日
精
心
察
之
、
未
有
不
露
出

破
綻
爽
者
、
其
此
書
之
謂
平
。

或
問
、
備
泰
誓
三
篇
、
唐
世
僅
存
、
而
宋
史
重
文
志
巳
無
。
馬
融
・
鄭
康
成
・
王
粛
所
註

尚
書
、
是
偽
泰
誓
、
巳
不
侍
。
察
沈
謂
「
其
亦
知
剰
窺
経
侍
所
引
」
、
察
何
従
而
知
之

平
。
余
日
、
以
今
度
之
、
蓋
可
知
也
。
如
超
岐
註
孟
子
、
干
「
天
視
自
我
民
視
」
、
云

「
泰
誓
尚
書
篇
名
」
、
干
「
我
武
惟
揚
」
、
云
　
「
泰
誓
古
尚
書
百
二
十
篇
之
時
泰
誓
也
。

輿
今
泰
誓
不
同
」
、
則
偶
泰
誓
所
剰
窺
、
有
　
「
天
視
自
我
民
視
」
　
二
語
、
而
無
「
我
武

惟
揚
」
　
五
語
可
知
夫
。
杜
預
註
左
氏
、
干
成
二
年
侍
「
大
誓
所
謂
商
兆
民
離
、
周
十
人

同
者
衆
也
」
、
云
　
「
大
誓
周
書
」
、
於
嚢
三
十
一
年
俸
「
大
誓
云
、
民
之
所
欲
、
天
必

従
之
」
、
云
　
「
今
尚
書
大
誓
無
此
文
」
、
於
昭
二
十
四
年
俸
「
大
誓
日
、
紺
有
億
兆
夷

人
、
亦
有
離
徳
。
余
有
乱
臣
十
人
、
同
心
同
徳
」
、
云
　
「
今
大
誓
無
此
語
」
、
則
偽
泰

誓
所
剰
窺
、
有
　
r
商
兆
民
離
」
　
二
語
、
而
無
　
r
民
之
所
欲
」
、
「
村
有
億
兆
夷
人
」
　
六

語
可
知
美
。
然
晩
出
之
古
文
、
除
馬
融
所
翠
玉
事
外
、
亦
知
剰
窺
r
紺
有
億
兆
夷
人
」
、

即
於
墨
子
亦
知
剰
窺
　
「
文
王
若
日
若
月
、
乍
照
光
干
四
方
干
西
土
」
、
亦
知
剰
窺
　
「
紺

夷
虚
、
不
肯
事
上
帝
鬼
神
、
禍
庶
先
神
薩
不
祀
、
乃
日
、
吾
民
有
命
、
無
塵
排
昂
、
天

亦
樅
之
、
棄
而
弗
葆
」
、
亦
知
剰
病
　
「
於
去
捜
、
日
、
惑
乎
君
子
、
天
有
顆
徳
、
其
行

甚
章
、
鳥
鑑
不
遠
、
在
彼
股
王
、
謂
人
有
命
、
謂
敬
不
可
行
、
謂
祭
無
益
、
謂
暴
無
傷
。

上
帝
不
常
、
九
有
以
亡
、
上
帝
不
順
、
祝
降
其
喪
。
惟
我
有
用
、
受
之
大
帝
」
、
濁
未

及
引
「
小
人
見
姦
巧
」
　
之
言
、
遂
畠
逗
漏
。
然
亦
幸
而
有
此
逗
漏
臭
。

或
又
問
、
劉
向
説
苑
臣
術
篇
引
泰
誓
日
　
「
附
下
而
岡
上
者
死
、
附
上
而
田
下
者
刑
、
輿

聞
国
政
而
無
益
於
民
者
退
、
在
上
位
而
不
能
進
賢
者
逐
。
比
所
以
勧
善
而
出
窓
也
」
、

輿
武
帝
紀
所
載
有
司
奏
議
語
正
同
。
劉
向
親
校
古
文
秘
典
、
其
引
泰
誓
得
母
即
眞
安
國

書
平
。
余
日
、
非
也
。
安
國
得
多
二
十
四
貸
、
原
無
泰
誓
。
故
偏
泰
誓
在
昔
時
、
亦
存

而
不
磨
。
至
馬
融
・
王
粛
始
党
共
鳴
耳
。
愚
嘗
笑
、
偽
作
古
文
者
、
正
昔
按
安
國
所
侍

篇
敷
、
烏
之
補
綴
、
不
音
別
立
名
目
、
自
鳥
矛
盾
。
然
揺
其
意
、
如
作
泰
誓
三
富
、
則

因
馬
融
所
畢
之
五
事
也
。
太
甲
三
焉
、
則
因
穏
記
・
孟
子
・
左
侍
所
引
用
也
。
説
命
三
富
、
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則
因
穏
記
・
孟
子
・
國
語
所
引
用
也
。
以
及
仲
旭
之
話
・
察
仲
之
命
・
君
陳
・
君
牙
莫
不
皆

然
。
蓋
作
偽
書
者
、
不
能
張
空
等
冒
白
刃
、
輿
直
自
吐
其
中
之
所
有
、
故
必
依
託
往
籍

以
烏
之
主
、
巷
擬
音
口
以
鳥
之
役
、
而
後
足
以
倍
音
之
欺
也
。
不
然
、
此
書
田
於
魂
晋

之
間
、
去
康
成
未
遠
、
而
康
成
所
註
百
篇
書
序
明
云
　
「
某
篇
亡
」
　
r
某
篇
逸
」
、
彼
豊

無
目
者
、
而
乃
故
輿
之
抵
梧
故
。
蓋
必
接
安
國
所
侍
篇
目
、
一
一
補
綴
、
則
九
共
九
貸
、

格
何
従
措
手
耶
。
此
其
避
難
就
易
、
錐
日
出
於
矛
盾
、
而
有
所
不
址
也
。
鳴
呼
百
世
而

下
、
猶
可
以
洞
見
其
肺
腑
、
作
偽
者
亦
妥
益
哉
。

按
鄭
端
簡
噴
亦
疑
古
文
泰
誓
、
謂
「
備
泰
誓
無
孟
子
諸
書
所
引
用
者
、
人
遂
不
之
信
、

安
知
好
事
者
不
又
取
孟
子
諸
書
所
引
用
者
、
以
寛
人
之
、
以
園
取
信
於
人
乎
」
。
其
見

輿
会
合
。
嘗
謂
、
此
即
偶
作
鶴
冠
子
也
。
柳
宗
元
群
之
日
　
「
人
以
質
誼
脇
賦
売
出
鶴
冠

子
。
菩
意
好
事
者
偶
然
其
書
、
反
用
脇
賦
以
充
入
之
、
非
誼
有
取
於
鶴
冠
子
決
也
。
故

非
孟
子
有
取
於
今
古
文
泰
誓
亦
決
也
。
従
来
後
人
引
前
無
前
人
引
後
、
濁
此
乃
前
人
引

後
、
非
後
人
引
前
。
御
岳
鮎
破
正
可
一
笑
。
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